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第１章 事業概要 

１. 背景と目的 

１）電子版お薬手帳の現状 

 お薬手帳は、利用者本人のものであり、利用者の服用歴を記載し、経時的に管理すること

で、利用者自らの健康管理に役立てたり、医師・薬剤師が確認したりすることで相互作用防

止や副作用回避に資するものである。 

 

 お薬手帳の意義及び役割は以下のように示すことができる。 

➢ 利用者自身が、自分の服用している医薬品について把握するとともに正しく理解

し、服用した時に気付いた副作用や薬の効果等の体の変化や服用したかどうか等

を記録することで、医薬品に対する意識を高め、セルフメディケーション・健康

増進に繋げること/医薬品のより安全で有効な薬物療法につなげること。 

➢ 複数の医療機関を受診する際及び薬局にて調剤を受ける際、また、要指導医薬

品・一般用医薬品を購入する際に、利用者がそれぞれの医療機関の医師及び薬局

の薬剤師等にお薬手帳を提示することにより、相互作用や重複投与を防ぎ、医薬

品のより安全で有効な薬物療法につなげること。 

 

 電子版お薬手帳については、厚生労働省におけるデータヘルス改革の推進に伴い、全国で

医療情報を確認できる仕組みの拡大、電子処方箋の仕組みの構築、自身の保健医療情報を活

用できる仕組みの拡大が掲げられるなど、電子版お薬手帳を取り巻く環境は大きく変化し

つつある。 

 令和５年１月の電子処方箋の運用開始に伴い、全国の医療機関・薬局間で直近の処方・調

剤情報の閲覧が可能となるほか、利用者においてもマイナポータルによりレセプトに基づ

く薬剤情報（以下「薬剤情報」という。）に加え、処方・調剤情報を閲覧することができる

ようになっている。 

 また、マイナポータルの場合、過去３年分の薬剤情報の閲覧・取得が可能であるが、それ

以上の期間の薬剤情報や、要指導医薬品や一般用医薬品（以下「一般用医薬品等」という。）

は含まれない。セルフメディケーション・健康増進、医薬品のより安全で有効な薬物療法を

実現するためには、一般用医薬品等も含めた、利用者が服用している医薬品の一元的・継続

的な管理が重要である。 
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 そのため、電子版お薬手帳には、単に処方・調剤された薬剤の情報を継続的に記録するだ

けでなく、電子処方箋の処方・調剤情報など、マイナポータルで取得できる情報を補完し、

利用者の服薬状況の一元的・継続的な把握を可能とするために、マイナポータルとの連携で

は得られない一般用医薬品等の情報や利用者に個別に提供された連絡・注意事項等の情報

も把握・管理できるようにすることや、利用者による服薬管理を支援するためのツールとし

て活用されることが期待される。 

 

２）検討の目的 

 上記を踏まえ、本事業は、電子版お薬手帳に求められる、一般用医薬品等の情報の効率的

な把握・管理の方策や、今後活用が期待される機能、薬局等における効果的な活用方法を検

討し、より有効で安全な薬物療法の推進、さらには、セルフメディケーションの推進に資す

ることを目的として実施した。 

２. 事業実施概要 

１）一般用医薬品等情報活用推進事業 

 本事業では、電子版お薬手帳での一般用医薬品等の情報把握・管理を通じて、医薬品の適 

正な販売や必要な場合の受診勧奨等の医療機関との連携などが効果的に実施できるように

することを目的として、一般用医薬品等の情報把握に関する機能強化の検討、薬局等におけ

るモデル事業及び電子版お薬手帳の効果的な活用方法の検討を実施した。 

 

２）新たに期待される付加的機能の調査・活用推進事業 

 本事業では、電子版お薬手帳に新たに期待される機能として、従来の薬剤情報の管理に留 

まらない画期的な活用事例についての情報収集及び活用推進のための方策検討を実施した。 

 

３）１）及び２）を踏まえた次世代型電子版お薬手帳の活用に関するガイドラインの策定 

 １）及び２）の事業を踏まえ、電子処方箋導入等のデータヘルス改革において必要となる

電子版お薬手帳の機能等を特定するとともに、医療機関・薬局・薬店等における電子版お薬

手帳活用のための次世代型電子版お薬手帳の活用に関するガイドライン（開発事業者向け

および医療機関・薬局・薬店向け）を策定した。 

 

４）電子版お薬手帳の適切な推進に向けた検討 

 本事業では、各分野の有識者、医療機関、薬局等の関係者による「データヘルス改革を見

据えた次世代型お薬手帳活用推進事業調査検討会」を設置した。 
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 調査検討会は計６回開催し、電子版お薬手帳における、一般用医薬品等の情報の効率的な

把握・管理の方策、今後活用が期待される機能及び薬局等における効果的な活用方法につい

て議論した。 

 

図表 1 電子版お薬手帳適切な推進に向けた調査検討会 構成員名簿 

ご氏名 ご所属 

池田 和之 奈良県立医科大学付属病院 薬剤部長 

澤  智博 帝京大学医療情報システム研究センター教授 

高田 敦史 

一般社団法人日本病院薬剤師会 医療情報システム小委員会 委員長 

九州大学病院 メディカルインフォメーションセンター 

薬剤師・上級医療情報技師 

田中 賢一 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会 

○土屋 文人 一般社団法人医薬品安全使用調査研究機構 設立準備室長 

長島 公之 公益社団法人日本医師会 常任理事 

原口 亨 公益社団法人日本薬剤師会 常任理事 

増子 治樹 一般社団法人日本保険薬局協会 理事 

宮島 毅 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 

山本 隆一 医療情報システム開発センター 理事長 

（○：座長、敬称略・五十音順） 
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図表 2 調査検討会開催状況 

調査検討会 議題 

第１回 

(令和 4 年 8 月 19 日) 

（１）事業実施計画について 

（２）個別の実施事項について 

 ― 一般用医薬品活用等推進事業（モデル事業） 

 ― 新たに期待される付加的機能の調査・活用推進事業（好事例収集） 

 ― 次世代型電子版お薬手帳の活用に関するガイドラインの策定 

（３）その他 

 ― 電子処方箋との連携手法 

（４）今後の調査検討会スケジュール 

第２回 

(令和 4 年 10 月 19 日） 

（１）事業実施計画について 

（２）個別の実施事項について 

 ― 一般用医薬品活用等推進事業（モデル事業） 

 ― 新たに期待される付加的機能の調査・活用推進事業（好事例収集） 

 ― 電子処方箋との連携手法 

 ― 次世代型電子版お薬手帳の活用に関するガイドラインの策定 

（３）今後の調査検討会スケジュール 

第３回 

(令和 4 年 12 月 14 日） 

（１）事業実施計画について 

（２）個別の実施事項について 

 ― 一般用医薬品活用等推進事業（モデル事業） 

 ― 新たに期待される付加的機能の調査・活用推進事業（好事例収集） 

 ― 次世代型電子版お薬手帳の活用に関するガイドラインの策定 

（３）今後の調査検討会スケジュール 

第４回 

(令和 5 年 2 月 1 日） 

（１）個別の実施事項について 

 ― 一般用医薬品活用等推進事業（モデル事業） 

 ― 新たに期待される付加的機能の調査・活用推進事業（好事例収集） 

 ― 次世代型電子版お薬手帳の活用に関するガイドラインの策定 

（２）今後の調査検討会スケジュール 

第５回 

(令和 5 年 2 月 20 日） 

（１）個別の実施事項について 

 ― 一般用医薬品活用等推進事業（モデル事業） 

 ― 新たに期待される付加的機能の調査・活用推進事業（好事例収集） 

 ― 次世代型電子版お薬手帳の活用に関するガイドラインの策定 

（２）報告書構成案 

（３）今後の調査検討会スケジュール 

第６回 

(令和 5 年 3 月 28 日） 

（１）次世代型電子版お薬手帳の活用に関するガイドラインの策定 

（２）報告書案について 
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第２章 一般用医薬品等情報活用推進事業 

１. 取組概要 

１）事業の背景と目的 

 マイナポータル・電子処方箋をはじめとしたデータヘルス改革により、処方された薬剤の

情報の一元管理が可能となり、これらの情報を活用して服薬指導等が行われることで薬物

療法の質の向上が望まれるが、これに一般用医薬品等の情報は含まれていない。 

 一般用医薬品等と医療用医薬品等、複数の医薬品を服用することで、重複投薬や相互作用

等のリスクがあることから、一般用医薬品等の情報を把握することは重要であり、電子版お

薬手帳における機能強化及び活用推進が望まれる。 

 一方で、一般用医薬品等の情報は利用者による手入力が前提となっており活用が進まな

いこと、受診勧奨等の医療機関との連携を含めたユースケースが不明確であること等が課

題となっている。 

 以上のことから、「お薬手帳（電子版）の運用上の留意事項について」で記載されている

電子版お薬手帳の意義及び役割（「服用状況を記録し、利用者の医薬品に対する意識を高め

る」「医薬品の相互作用・重複投与を防ぐ」）を達成するために必要な事項を検討することを

目的に、モデル事業を実施した。 

 モデル事業での検討事項は、以下の通りである。 

➢ 現在の主たる利用者の特定や今後の利用者の特定に向けた検討、ユースケースの

収集 

➢ 一般用医薬品等の入力、一般用医薬品等の適正な販売・使用、受診勧奨等の医療

機関との連携等のために利用者・薬局・医療機関等が必要とする機能の検討 

➢ 機能実装に必要となる事項の検討（データベースの要件、セキュリティ要件、情

報連携の手法 等） 
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２）事業の概要 

 電子版お薬手帳サービス事業者３者程度のご協力のもと、全国で 40 店舗程度の薬局をフ

ィールドとして 600 名程度の利用者に参加いただき、一般用医薬品等の情報把握のための

機能を実際に活用いただくこととした。 

 一定期間経過後、対象薬局の薬剤師や利用者等に有用性、利便性等についてのアンケート

調査等を実施した。 

 フィールドでの実証及びアンケート調査等の結果を踏まえ、電子版お薬手帳を用いた一

般用医薬品等の情報活用を推進するための課題の抽出、活用方策等を検討した。 

図表 3 モデル事業の概要 
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２. モデル事業の企画・実施内容 

１）検討・実施事項 

 検討事項「現在の主たる利用者の特定や今後の利用者の特定に向けた検討、ユースケー

スの収集」に当たっては、電子版お薬手帳を活用して一般用医薬品等の使用状況等を把握す

ることによる効果・好事例を把握した。 

 また、検討事項「一般用医薬品等の入力、一般用医薬品等の適正な販売・使用、受診勧奨

等の医療機関との連携等のために利用者・薬局・医療機関等が必要とする機能の検討」に当

たっては、JAN コードの読取による情報の取得・入力機能を用いることによる入力負担軽

減・入力率増加の有無の確認や、アプリを活用することで薬局側からの適正な販売・使用に

係る助言・指導につながるか、医療機関等との連携（受診勧奨、疑義照会等）につながるか

の確認、その他必要な機能・有用な機能の把握を行った。  

 さらに、検討事項「機能実装に必要となる事項の検討」に当たっては、各種機能の実装、

活用に当たっての課題や検討事項を明らかにした。 

 これらの検討材料としては、薬局での対応記録や薬局・利用者・医療機関・事業者へのア

ンケート結果、ヒアリング結果を活用した。 
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２）実施手順 

 モデル事業の実施手順は、以下図表 4 の通りである。 

 

図表 4 モデル事業の実施手順 

手順 実施事項 実施概要 

1 モデル事業実施計画の作成 モデル事業実施計画を作成 

2 
検証に必要な機能・情報 

（データベース）の検討 

事業実施に当たって必要となる機能や連携するデー

タベースの選定等を実施 

3 
協力事業者・薬局・利用者の 

選定・確保 

モデル事業にご協力いただける電子版お薬手帳サー

ビス事業者、薬局、利用者の要件を明らかにした上で、

ご協力いただける事業者等を選定・確保 

4 
モデル事業の実施・ 

モニタリング 

モデル事業を実施（３か月程度を想定）し、月１回、

実施状況をモニタリング 

5 
アンケート・ 

ヒアリング調査 

事業実施結果の把握のため、ご協力いただいた関係者

に対してアンケート調査・ヒアリング調査を実施 

6 事業実施結果まとめ 

モデル事業実施結果を踏まえて、課題を抽出するとと

もに、ユースケースの整理、電子版お薬手帳の活用方

策について検討 
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３）電子版お薬手帳アプリの機能 

（１）検証に必要な機能・情報（データベース）等 

 一般用医薬品等の情報の簡便な入力、適正な使用・販売、受診勧奨等の医療機関等との連

携に当たり必要な機能として、以下図表 5 の機能が必要と考えられた。 

 このうち、特に必須と考えられる機能については、協力事業者において実装いただき、運

用上の課題や機能の有用性の検証を行った。 

 

図表 5 検証に必要な機能 

課題 必要と考えられる機能 必須の有無 備考 

簡便な入力 
JAN コード読取りによる OTC

情報の自動取得 
○ 

協力事業者に必ず

実装いただき、 

有用性等を検証 

適正な使用・販売 

薬局側での確認・閲覧機能 等 ○ 

購入・服用の記録機能 ○ 

飲み合わせや乱用の恐れ等に関

するアラート機能 
△ 

実装を必須とはし

ないが、協力事業者

において既に実装

されている場合、有

用性等を 

検証 

医薬品情報の検索機能 △ 

医療機関等との連携 

医療機関での確認・閲覧機能 △ 

医療機関への連絡機能 等 △ 
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図表 6 （参考）アプリ機能一覧 

# 必須/任意 分類 機能 

1 

必須 

読取 JAN コード読取りによる OTC 情報の自動取得 

2 薬局側での確認・閲覧機能 等 

3 服薬 

管理 

要指導医薬品・一般用医薬品の購入記録  

4 要指導医薬品・一般用医薬品の服薬記録 

5 

任意 

服薬予定 

6 服薬状況 

7 服薬タイミングのアラーム 

8 残薬数 

9 副作用等の症状の記入 

10 併用禁忌や相互作用に関するアラート 

11 患者→医師・薬剤師への連絡・相談機能 

12 医師・薬剤師→患者への連絡機能 

13 
連絡 オンライン服薬相談・指導 

（メール・チャット機能、ビデオ通話機能） 

14 医師・薬剤師間の情報共有機能 

15 その他 薬の情報表示機能 

16 薬の情報検索機能 

17 GS1 コードの読み取り機能 

18 レセコン・薬歴等との連携 

19 アン 

ケート 

アプリ内でのアンケート機能 

20 アプリ内でのアンケートリマインド機能 
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 なお、一般用医薬品等に関する記録については JAHIS で以下図表 7 のように仕様が示さ

れているが、入力できる追加の情報・表示形式等は各電子版お薬手帳サービス事業者の仕様

によるものとした。 

 

図表 7 JAHIS 仕様 

 

 

 また、JAN コードで一般用医薬品等の情報を取得するに当たり、連携するデータベース

を選定する必要があったが、本モデル事業では、原則としてセルフメディケーション・デー

タベースセンター（JSMーDBC）を使用することを想定し、電子版お薬手帳サービス事業者

が既に利用しているデータベースがある場合には、当該データベースを用いることとした。 

 

図表 8 セルフメディケーション・データベースセンター（JSMーDBC）の概要 
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（２）電子版お薬手帳サービス事業者のサービス内容 

 モデル事業に協力いただいた電子版お薬手帳サービス事業者のアプリ利用画面イメージ

及び保有機能は、以下図表 9 の通りである。 

 

図表 9 各事業者のスマートフォンの電子版お薬手帳アプリ利用画面イメージ・保有機能 

 

 
（※PwC コンサルティング合同会社による調査） 
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４）協力事業者・薬局・利用者等の選定・確保 

（１）協力事業者・薬局・利用者等の対象要件・依頼事項  

 電子版お薬手帳サービス事業者３社程度、薬局 40 店舗程度、利用者・患者 600 人程度に

ご協力いただくことを目標とした。 

 それぞれの対象要件・依頼事項等は、以下図表 10 の通りである。 

 

図表 10 協力事業者・薬局・利用者等の対象要件・依頼事項等 

 電子版お薬手帳 

サービス事業者 
薬局 利用者・患者 

目標数 ３社程度 40 店舗程度 600 人程度 

対象要件 ✓e 薬 Link®に対応して

いる 

✓必須機能を実装して

いる・実装可能である 

✓一般用医薬品等の販

売実績がある 

✓ドラッグストアの場

合は調剤併設の店舗で

ある 

✓利用者・患者への情報

提供や相談対応、必要

に応じた医療機関等と

の連携が可能である 

✓スマートフォンを所

持している 

✓モデル事業への同意

が得られている 

※電子版お薬手帳の利

用の有無は問わない 

 

ご協力 

依頼事項 

✓フィールドとなる薬

局・店舗等のご紹介 

✓アンケート・ヒアリン

グ調査へのご協力 

✓モデル事業参加者の

確保 

✓電子版お薬手帳等の

利用勧奨、利用者から

の相談対応・服薬指導、

受診勧奨等（適時） 

✓実施状況の報告 

✓アンケート・ヒアリン

グ調査へのご協力 

✓電子版お薬手帳アプ

リの利用（一般用医薬

品等の情報の入力・活

用） 

✓アンケート調査への

ご協力 

その他 DB利用料は事務局負担 謝金あり 謝金あり 
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（２）協力事業者・薬局 

 上記の対象要件に当てはまり、依頼事項にご協力いただいた電子版お薬手帳事業者及び

薬局グループは、以下図表 11 の通りである。 

 

図表 11 モデル事業への協力事業者・薬局 

 

図表 12 （参考）実証フィールド一覧 
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図表 13 （参考）データベースの概要 

 
 

（３）利用者等のリクルーティング 

 利用者等のリクルーティングに当たっては、主に店頭での声掛けにより実施したが、一部

薬局グループでは LINE アプリ経由での実施も行われた。 

 

図表 14 リクルート方法_店頭での声掛け 
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図表 15 リクルート方法_薬局 LINE アプリ経由 

 

 

 また、リクルーティングに当たっては、店頭でのチラシ配布も実施した。 

 

図表 16 店頭で配布したチラシ 

 

「データヘルス改革を見据えた次世代型お薬手帳活用推進事業」
調査事務局

jp_denshi_okusuritechou@pwc.com

※本事業は厚生労働省委託事業「データヘルス改革を見据えた次世代型お薬手帳活用推進事業」のモデル事業です

―― モデル事業でできることから健康につながります ――

✓ お薬手帳アプリでのお薬管理

✓ 普段わからないお薬のことを薬剤師に相談

✓ お薬の検索や、服薬スケジュールの管理

お薬手帳アプリの登録等でご参加いただけます

一般用医薬品等の情報を電子版お薬手帳アプリに取り込むことで、
利用者・薬局・医療機関等のメリットや活用方法を確認します

電子版お薬手帳モデル事業
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５）実施・フォローアップ 

（１）実証フィールドごとの実施方法 

 実証フィールドは 43 店舗を選定し、10 月初旬より順次開始した。利用している電子版お

薬手帳アプリの機能等を勘案し、各フィールドでの実施方法は以下図表 17 の通りとした。 

 なお、モデル事業開始後も協力店舗を募り、最終的に実証フィールドは計 56 店舗となっ

た（モデル事業の結果詳細は「第２章－３」を参照）。 

 

図表 17 実証フィールドごとの実施方法 
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（２）利用者等のフォローアップ 

 利用者等のフォローアップに当たっては、電子版お薬手帳アプリのメッセージ機能 

または電話・対面にて実施された。 

 

図表 18 フォローアップ方法_お薬手帳アプリのメッセージ機能 

 

 

図表 19 フォローアップ方法_電話・対面 
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 また、フォローアップ（服薬指導等）の記録に当たっては、一部薬局ではお薬手帳アプリ

の薬局画面のメモ機能や薬歴システムの服薬指導記載欄を活用したが、主に事務局が作成

した Excel 管理表を用いて実施した。 

 

図表 20 フォローアップ記録に用いた Excel 管理表 
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６）アンケート・ヒアリング調査 

（１）アンケートの概要 

 モデル事業の実施結果を把握するとともに、電子版お薬手帳の活用方策等について検討

する際の参考とするため、協力いただいた薬局及び利用者等を対象としたアンケート調査

を実施した。 

 調査の実施に当たっては Google Form を用いた。（調査票は別添２・別添３を参照） 

 

（２）ヒアリング調査の概要 

 協力いただいた薬局に対し、電子版お薬手帳の活用実態や利用者等への具体的なフォロ

ー内容等を詳細に把握するため、ヒアリング調査を実施した。 

 調査内容は、主に上記アンケートの回答内容を深堀する形で実施した。 
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３. モデル事業の結果 

１）参加者の概観 

 モデル事業参加者は計 365 人であり、目標 600 人に対して達成率は 60.8%であった。 

 

図表 21 薬局グループごとの参加者 

 

  

 参加者の内訳として、年代別では幅広い年代をリクルーティングできたが、40 代が最多

であり、ボリュームゾーンとなる 30～50 代で全体の約 6 割を占めた。また、男女比では女

性が約 6 割、慢性疾患の有無では慢性疾患無しが約 6 割となった。 

 

図表 22 参加者（アンケート回答者）の内訳 
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２）アンケート調査結果 

（１）利用者アンケート 

 モデル事業に参加した利用者へのアンケート結果は、以下の通りである。なお、単純集計

のほか、慢性疾患有無別・年代別での集計を行った。 

 

➢ アンケート回答者の内訳 

 アンケートに回答した利用者は 132 名で、うちメドピア社のアプリ利用者が 63 名で最

多であった。モデル事業参加者全体の割合と同様に、女性が約 6 割、慢性疾患有りの回答

が約 3 割となり、30～50 代が全体の約 6 割～7 割を占めた。 
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【単純集計】 

➢ 医療機関から処方された薬の服薬有無等 

 医療機関から処方された薬を服薬している割合は 60.6%、一般用医薬品を服薬し

ている割合は 75.0%、モデル事業期間中に電子版お薬手帳アプリを利用した割合は

53.0%（70 人）であった。アプリを利用した人の利用頻度は月に 1 回程度が

85.7％で最多であった。 
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➢ 利用したアプリ機能（複数選択）  

 利用したアプリ機能については、「薬局・病院におけるお薬手帳の情報の連携」、

「かかりつけ薬局の登録」の回答が多かった。 
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➢ 最も有用だったアプリ機能（単一選択）  

 最も有用だったアプリ機能については、「薬局・病院におけるお薬手帳の情報の連

携」、「かかりつけ薬局の登録」の回答が多かった。 

 

 

 

➢ 利用した機能の良かった点（自由回答）  

 利用した機能の良かった点（自由回答）については、「手帳の持参を忘れない、い

つでも薬の情報を確認できる、紙のお薬手帳を持ち歩かなくてよい 等」のほか、

「記録を残すことですぐ薬剤師に相談や服薬フォローをしてもらえる 等」があっ

た。 
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➢ 改善してほしいアプリ機能（複数選択）  

 改善してほしいアプリ機能については、「特になし」の回答が最も多く 51 件を占

めた。改善してほしい場合、その機能は「薬局・病院におけるお薬手帳の情報の連

携」、「服薬タイミングのアラーム」などが多かった。 
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➢ 電子版お薬手帳アプリを利用していない理由（複数選択）  

 電子版お薬手帳アプリを利用していないと回答した 62 人に対して、利用してい

ない理由を尋ねたところ、「薬をすぐに飲み終わったから」の回答が最も多かっ

た。 

 

 

 

➢ 加えてほしいアプリ機能（複数選択）  

 アンケート回答者全員（132 人）に対して、 電子版お薬手帳アプリに加えてほ

しい機能を尋ねたところ、「薬局・病院におけるお薬手帳の情報の連携」と「副作

用の記録」が最も多かった。 
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➢ 電子版お薬手帳アプリを用いた薬剤師・医師への相談有無  

 電子版お薬手帳アプリを用いた薬剤師・医師への相談有無について、「相談した」

が 18.2%（24 人）であった。相談内容は「処方薬と一般薬の飲み合わせ」、「一般薬

の飲み合わせ」の順に多かった。 
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➢ 電子版お薬手帳アプリの活用効果等 

 「電子版お薬手帳アプリによって、薬局で相談しやすくなった」と回答した人は

24.2%、「電子版お薬手帳を病院、診療所等で見せることはあった」と回答した人

は 14.4%、「電子版お薬手帳アプリによって、医師に相談しやすくなった」と回答

した人は 15.9%、「電子版お薬手帳アプリによって、セルフメディケーションへの

関心が高まった」と回答した人は 21.2%であった。 
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➢ 電子版お薬手帳アプリを今後も継続して利用したいか   

 電子版お薬手帳アプリを今後も継続して利用したいかを尋ねたところ、「そう思

う」が 40.9%、「どちらかといえばそう思う」が 41.7%であった。 
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➢ 電子版お薬手帳や本モデル事業に対する意見（自由回答） 

 電子版お薬手帳や本モデル事業に対する意見として、「継続して利用したい」「薬

剤師に気軽に相談できるようになった」等の肯定的な意見のほか、「他の病院や薬

局との情報連携ができればよい」「処方薬が自動で登録されるとよい」等の要望も

挙げられた。 
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【慢性疾患有無別・年代別集計】 

➢ 医療機関から処方された薬の服薬有無 

・医療機関から処方された薬を服薬している割合は、慢性疾患有りは 95.5％、慢性

疾患無しは 38.3％であった。 

・年代別では、～20 代と 30 代と 40 代が約 50％、50 代が約 70％、60 代～が約

90％であった。 
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➢ 一般用医薬品の服薬有無 

・一般用医薬品を服薬している割合は、慢性疾患有りは 77.3％、慢性疾患無しは

74.1％であった。 

・一般用医薬品を服薬している割合は、全年代で約 70～80%であった。 
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➢ モデル事業期間中のアプリ利用有無 

・モデル事業期間中に電子版お薬手帳アプリを利用した割合は、慢性疾患有りは

72.7％、慢性疾患無しは 40.7％であった。  

・モデル事業期間中に電子版お薬手帳アプリを利用した割合は、全年代で約 50～

60%であった。 
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➢ 電子版お薬手帳アプリの利用頻度 

・アプリを利用した人の利用頻度は、慢性疾患有無に関わらず、月に 1 回程度が最

も多かった。 

・アプリを利用した人の利用頻度は、年代に関わらず、月に 1 回程度が最も多かっ

た。 
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➢ 利用したアプリ機能（複数選択） 【慢性疾患の有無別】  

 利用したアプリ機能については、慢性疾患有りは「かかりつけ薬局の登録」、慢性

疾患無しは「服薬状況の記録」「かかりつけ薬局の登録」が最も多かった。 

 

 

➢ 利用したアプリ機能（複数選択） 【年代別】 

 利用したアプリ機能については、～20 代は「薬剤師・医師とのチャット」が最も

多く、そのほかの年代は「薬局・病院におけるお薬手帳の情報の連携」「かかりつけ

薬局の登録」が多かった。 
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➢ 最も有用だったアプリ機能（単一選択）【慢性疾患の有無】 

 最も有用だったアプリ機能については、慢性疾患有りは「かかりつけ薬局の登

録」、慢性疾患無しは「薬局・病院におけるお薬手帳の情報の連携」が最も多かっ

た。 

 

➢ 最も有用だったアプリ機能（単一選択） 【年代別】 

 最も有用だったアプリ機能については、 ～20 代と 30 代は「薬局・病院における

お薬手帳の情報の連携」、40 代と 60 代～は「かかりつけ薬局の登録」、50 代は「服

薬状況の記録」が最も多かった。 
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➢ 改善してほしいアプリ機能（複数選択） 【慢性疾患の有無別】 

 改善してほしいアプリ機能については、「特になし」の回答が最も多く 51 件を占

めていた。改善してほしい場合、慢性疾患有りは「服薬タイミングのアラーム」「服

薬状況の記録」、慢性疾患無しは「薬局・病院におけるお薬手帳の情報の連携」が最

も多かった。 

 

 

 

➢ 改善してほしいアプリ機能（複数選択） 【年代別】  

 改善してほしいアプリ機能については、「特になし」の回答が最も多く 51 件を占

めていた。改善してほしい場合、~20 代と 40 代は「薬局・病院におけるお薬手帳

の情報の連携」、30 代は「服薬タイミングのアラーム」などを中心に多かった。 

 



 

39 

 

➢ 電子版お薬手帳アプリを利用していない理由（複数選択） 【慢性疾患の有無別】 

 電子版お薬手帳アプリを利用していない人に対して、利用していない理由を尋ね

たところ、慢性疾患有りは「利用したい機能がないから」、慢性疾患無しは「薬をす

ぐに飲み終わったから」が最も多かった。 

 

 

 

➢ 電子版お薬手帳アプリを利用していない理由（複数選択） 【年代別】  

 電子版お薬手帳アプリを利用していないと回答した人に対して、利用していない

理由を尋ねたところ、全ての年代で「薬をすぐに飲み終わったから」が最も多く、

40 代は「利用したい機能がなかったから」も最も多かった。 
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➢ 加えてほしいアプリ機能（複数選択） 【慢性疾患の有無別】 

 アンケート回答者全員に対し、 電子版お薬手帳アプリに加えてほしい機能を尋ね

たところ、慢性疾患有りは「副作用の記録」、慢性疾患無しは「薬局・病院における

お薬手帳の情報の連携」が最も多かった。 

 

 
 

➢ 加えてほしいアプリ機能（複数選択） 【年代別】 

 アンケート回答者全員に対し、 電子版お薬手帳アプリに加えてほしい機能を尋

ねたところ、～20 代と 40 代は「医薬品情報の検索」、30 代は「薬局・病院におけ

るお薬手帳の情報の連携」、50 代と 60 代～は「副作用の記録」が最も多かった。 
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➢ 電子版お薬手帳アプリを用いた薬剤師・医師への相談有無 【慢性疾患の有無別】 

 電子版お薬手帳アプリを用いて薬剤師・医師へ相談した割合は、慢性疾患有りは

13.6％、慢性疾患無しは 19.8％であった。 

 相談内容は、慢性疾患有りは「処方薬と一般薬の飲み合わせ」「一般薬の飲み合わ

せ」、慢性疾患無しは「処方薬と一般薬の飲み合わせ」が最も多かった。 
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➢ 電子版お薬手帳アプリを用いた薬剤師・医師への相談有無別 【年代別】 

 電子版お薬手帳アプリを用いた薬剤師・医師への相談有無について、「相談した」

は～20 代と 40 代が約 30％、30 代と 50 代と 60 代～が約 10％であった。 

 相談内容は、30 代は「処方薬の飲み合わせ」「一般薬の飲み合わせ」「副作用等」

が最も多く、そのほかの年代は「処方薬と一般薬の飲み合わせ」を中心に多かっ

た。 
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➢ 電子版お薬手帳アプリによって、薬局で相談しやすくなったか  

・「電子版お薬手帳アプリによって、薬局で相談しやすくなった」、「どちらかといえ

ばなった」割合は、慢性疾患有り、無しともに約 60％であった。 

・年代別では、～20 代は約 70％、そのほかの年代は約 60％であった。 
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➢ 電子版お薬手帳アプリによって、医師に相談しやすくなったか 

・「電子版お薬手帳アプリによって、医師に相談しやすくなった」割合は、慢性疾患

有りは 15.9％、慢性疾患無しは 17.3％であった。 

・「電子版お薬手帳アプリによって、医師に相談しやすくなった」割合は、50 代が

約 30％、～20 代が約 20％、30 代と 40 代と 60 代～が約 10％であった。 
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➢ 電子版お薬手帳を病院、診療所等で見せることはあったか 

・「電子版お薬手帳を病院、診療所等で見せることはあった」割合は、慢性疾患有り

は 18.2％、慢性疾患無しは 11.1％であった。 

・「電子版お薬手帳を病院、診療所等で見せることはあった」割合は、～20 代と 40

代が約 20％、30 代と 50 代と 60 代～が約 10％であった。 
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➢ 電子版お薬手帳アプリによって、セルフメディケーションへの関心が高まったか 

・「電子版お薬手帳アプリによって、セルフメディケーションへの関心が高まった」

割合は、慢性疾患有りは 18.2％、慢性疾患無しは 22.2％であった。 

・「電子版お薬手帳アプリによって、セルフメディケーションへの関心が高まった」

割合は、40 代と 50 代が約 30％、～20 代と 60 代～が約 20％、30 代が約 10％であ

った。 
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➢ 電子版お薬手帳アプリを今後も継続して利用したいか 

・「電子版お薬手帳アプリを今後も継続して利用したい」割合は、慢性疾患有りは

47.7％、慢性疾患無しは 38.3％であった。 

・「電子版お薬手帳アプリを今後も継続して利用したい」割合は、40 代が約 60％、

～20 代と 50 代が約 40％、30 代と 60 代～が約 30％であった。 
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（２）薬局アンケート 

 モデル事業に参加した薬局へのアンケート結果は、以下の通りである。 

 

➢ 一般用医薬品の情報を利用者に登録していただくのは容易だったか 

 一般用医薬品の情報を利用者に登録していただくことについて、「容易だった」

「どちらかといえば容易だった」が合わせて 35.0％、「容易でなかった」「どちらか

といえば容易でなかった」が合わせて 65.0％であった。 

 

 

 

➢ 一般用医薬品の情報を利用者に登録していただくための課題（自由記述抜粋） 

 登録いただくための課題として、手順の簡素化や周知啓発などが挙げられた。 
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➢ モデル事業期間中、モデル事業参加者に対して、電子版お薬手帳を用いてどのよう

な支援等を行ったか。（複数選択） 

 モデル事業参加者に対して、電子版お薬手帳を用いて行った支援等として、「一般

用医薬品等も含めた服用している医薬品の登録や服薬記録の推奨」が最も多かっ

た。 

 

 

 

➢ どのように利用者の電子版お薬手帳の内容を確認したか。（複数選択） 

 利用者の電子版お薬手帳の内容確認方法として、「利用者のスマホの画面を見る」

が最も多かった。 
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➢ 電子版お薬手帳のどのような機能が有用だったか。（複数選択） 

 電子版お薬手帳の有用だった機能として、「【薬局と利用者の連携】電子版お薬手

帳の情報を薬局側で確認できる機能」が最も多かった。 

 

 

 

➢ 電子版お薬手帳のどの機能が最も有用だったか。 

 電子版お薬手帳の最も有用だった機能として、「【薬局と利用者の連携】電子版お

薬手帳の情報を薬局側で確認できる機能」が最も多かった。 
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➢ どのような点が有用だったか。（自由記述抜粋） 

 電子版お薬手帳の有用だった点として、「併用薬の確認のしやすさ」「服薬フォロ

ーのしやすさ」「相談の乗りやすさ」などが挙げられた。 

 

 
 

➢ 電子版お薬手帳のどのような機能の改善が必要だったか。（複数選択） 

 電子版お薬手帳の改善が必要な機能として、「【上記以外のアプリ機能】」を除き、

「【服薬管理】服薬状況の記録（どのお薬をいつ何錠飲んだ、等の記録）」が最も多

かった。 
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➢ 電子版お薬手帳のどの機能が最も改善が必要だったか。 

 電子版お薬手帳の最も改善が必要な機能として、「【上記以外のアプリ機能】」を除

き、「【服薬管理】服薬状況の記録（どのお薬をいつ何錠飲んだ、等の記録）」「【薬局

と利用者の連携】薬局（薬剤師）と利用者のチャット機能」が最も多かった。 

 

 

➢ どのように改善すると良いか。（自由記述抜粋） 

 電子版お薬手帳の改善が必要な点として、「手順の簡素化」「医薬品情報の充実」

「受診日のお知らせ機能」などが挙げられた。 
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➢ 一般用医薬品等の入力に際して、必要と考える機能は何か。（複数選択） 

 一般用医薬品等の入力に際して必要と考える機能について、「JAN コードの読み

取り機能等を活用して簡便に医薬品情報を取り込む機能」が最も多かった。 

 

 

 

➢ 一般用医薬品等の適正な販売・使用に当たり、必要と考える機能は何か。（複数選

択） 

 一般用医薬品等の適正な販売・使用に当たり必要と考える機能について、「処方

薬や一般用医薬品等との相互作用等に関するアラート機能」が最も多かった。 
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➢ 受診勧奨や医療機関との連携等を行うに当たり、必要と考える機能は何か。（複数選択） 

 受診勧奨や医療機関との連携等を行うに当たり必要と考える機能について、「医療

機関にお薬手帳の情報を簡便に共有できる機能」が最も多かった。 

 

 

 

➢ どのような情報を共有したいか。（自由記述抜粋） 

 共有したい情報としては、「一般用医薬品も含めた服用薬全般」「一般用医薬品との併用

の可否」などが挙げられた。 
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➢ 電子版お薬手帳を活用することで、利用者が薬剤師に相談しやすくなったと感じるか。 

 電子版お薬手帳を活用することで、利用者が薬剤師に相談しやすくなったかにつ

いて、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」が合わせて 75.0％、「そう思わな

い」「どちらかといえばそう思わない」が合わせて 12.5％であった。 

 

 

 

➢ 電子版お薬手帳を活用することで、利用者が医師に相談しやすくなったと感じるか。 

 電子版お薬手帳を活用することで、利用者が医師に相談しやすくなったかについて、

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」が 37.5％、「そう思わない」「どちらかといえ

ばそう思わない」が合わせて 30.0％であった。 
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➢ 電子版お薬手帳を活用することで、利用者に対して助言・指導がしやすくなったと感じる

か。 

 電子版お薬手帳を活用することで、利用者に対して助言・指導がしやすくなった

かについて、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」が合わせて 70.0％、 「そ

う思わない」「どちらかといえばそう思わない」が合わせて 30.0％であった。 

 「そう思う」「どちらかといえばそう思う」理由として、「医薬品名や処方量が分

かると、優先して服用すべき医薬品を判断しやすい」などが挙げられた。 
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➢ 電子版お薬手帳を活用することで、医療機関と連携しやすくなったと感じるか。（疑義照

会、受診勧奨等） 

 電子版お薬手帳を活用することで、医療機関と連携しやすくなったかについて、 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」が合わせて 25.0％、「そう思わない」

「どちらかといえばそう思わない」が合わせて 75.0％であった。 

 

 

 

➢ 電子版お薬手帳を活用することで、服薬管理の適正化につながると思うか。 

 電子版お薬手帳を活用することで、服薬管理の適正化につながるかについて、 「そう

思う」「どちらかといえばそう思う」が合わせて 85.0％、「そう思わない」「どちらかとい

えばそう思わない」が合わせて 15.0％であった。 
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➢ 「電子版お薬手帳を活用することで、服薬管理の適正化につながると思うか」についての

回答理由（自由記述抜粋） 

 電子版お薬手帳を活用することで、服薬管理の適正化につながるかへの回答理由

について、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」では、「情報の一元管理」「服

薬フォロー」「併用薬の確認」「コミュニケーション」などへの理由が挙げられ、 

「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」では、「システム連携」「操作

性」などへの理由が挙げられた。 
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➢ 電子版お薬手帳の普及や有効活用の推進のために、どのような取組・対策が必要だと思う

か。（自由記述抜粋） 

 電子版お薬手帳の普及や有効活用の推進のために必要な取組・対策について、「周

知啓発」「システムの改善」「機能の改善」「操作性の改善」などへの取組の必要性が

挙げられた。 
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３）ヒアリング調査結果 

 モデル事業に参加した薬局へのヒアリング結果は、以下の通りである。 

 

（１）スギ薬局 
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（２）ウエルシア薬局 
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（３）ゴダイ薬局 
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（４）ハルモ系列 
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４. 今後の検討課題 

１）モデル事業にかかる検討課題 

（１）検証に必要な機能・情報（データベース）の検討 

《検証に必要な電子版お薬手帳アプリの機能》 

・検証に必要と考えられる機能のうち、必須機能としていた「JAN コード読取りによる OTC

情報の自動取得」が電子版お薬手帳アプリに実装されていない場合、導入に時間を要する

ためにモデル事業の参加を見送る電子版お薬手帳サービス事業者があった。 

・検証が必要な各種アプリ機能の導入有無について一覧化されておらず、機能導入状況の比

較が困難であった。対応として電子版お薬手帳アプリの試行、電子版お薬手帳サービス事

業者へのヒアリングを通じて、都度確認を行った。 

・特定の機能が実装されている場合も、その機能の詳細が各社で異なっているため、当該機

能の有用性の検証について、事業者間で一律に比較することが困難であった。 

・例えば、登録した一般用医薬品等の情報表示について、電子版お薬手帳アプリ内で情報を

閲覧できる場合と外部サイトへリンクする場合があった。また、電子版お薬手帳アプリ内

で情報を閲覧できる場合も、表示される項目数（概要・用法用量・成分分量等の項目）や

記載分量はアプリごとに差異があった。 

・利用者が適切な電子版お薬手帳アプリを選択できるよう、備えている機能について、各社

が一覧化して公表することが求められると考えられる。 

 

《検証に必要なデータベース》 

・使用しているデータベースが電子版お薬手帳サービス事業者により異なる場合があり、用

いるデータベースにより医療用医薬品・一般用医薬品等の登録数や相互作用チェック等

の付加的機能の有無が異なっていた。 

・データベース事業者が相互作用チェック等の付加的機能のサービスを提供していても、電

子版お薬手帳サービス事業者が当該サービスを導入しておらず、電子版お薬手帳アプリ

に実装されていない場合があった。 

・各データベースにモデル事業協力薬局のプライベートブランド（PB）の医薬品情報が登

録されていない場合が大半を占めていた。薬局側から PB 情報を提供する必要があるが、

モデル事業開始までの導入が困難な場合があった。 

・健康食品等に関するデータベースはデータベース事業者側で未実装であった。 

・電子版お薬手帳アプリ事業者によるデータ取得方法について、API 連携が未実装の場合が

あった。 
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（２）協力事業者・薬局・利用者の選定・確保 

《電子版お薬手帳サービス事業者の選定》 

【目標数】 

・参加目標数の３社程度の確保は達成したものの、検証に必要な電子版お薬手帳アプリの機

能の実装状況や、モデル事業実施スケジュールにより参加を辞退する電子版お薬手帳サ

ービス事業者があった。 

 

【対象要件】 

・e 薬 Link の対応については、e 薬 Link に対応している製品の提供組織に打診を進めるこ

とで要件を満たすことができた。 

 

【協力依頼事項】 

・モデル事業参加薬局の電子版お薬手帳サービス事業者からの紹介について、一般用医薬品

等の販売実績がある店舗の紹介及び店舗の承諾に難航する場合があった。 

・電子版お薬手帳アプリの機能を経由して、利用者にアンケートを送信する機能が実装され

ていない場合があった。薬局のモデル事業に関する業務負荷を軽減するため、電子版お薬

手帳サービス事業者から薬局を介さずアンケートを送信することを検討していたが、モ

デル事業に参加した利用者に限定したアンケートの送信は難しく、事務局からアンケー

トを送信する形式を採用した。 

・モデル事業参加者の電子版お薬手帳アプリの活用データについて、個人情報にあたるた

め、電子版お薬手帳サービス事業者から事務局へ連携することが難しく、参加者の同意を

得たうえで google form のアンケートに回答いただく形で基本属性やアプリの活用状況

を収集することとなった。 

 

《薬局の選定》 

【目標数】 

・電子版お薬手帳サービス事業者 3 社程度から紹介のあった薬局グループ 3 社程度で店舗

数 40 店舗を確保することを想定しており、実際にグループで参加いただく場合に複数店

舗から協力いただくことができた。 

・選定薬局の所在地が多様となるよう電子版お薬手帳サービス事業者や薬局グループに打

診することで、様々な地域の薬局がモデル事業に参加した。 
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【対象要件】 

・一般用医薬品等の販売実績が多い店舗を対象としていたものの、電子版お薬手帳サービス

事業者からの紹介の中で、一般用医薬品等の購入者が限定的な店舗（個店）も一部選定さ

れることとなった。電子版お薬手帳サービス事業者にて対象店舗の精査及び再選定を可

能とするスケジュールとすることが必要となる。 

・一方でチェーン薬局以外の個店がモデル事業に参加することで、店舗状況や服薬フォロー

体制が異なる場合の情報が収集でき、多様な属性の薬局が参加することが有効であった。 

・ドラッグストアの場合、調剤併設の店舗であることを対象要件としていたが、薬局に要件

を示すことで要件を満たす施設を選定することができた。 

 

【協力依頼事項】 

・参加者へのインセンティブ設定及びインセンティブに関する利用者への周知について、薬

局との調整を要する場合があった。特にチェーン薬局では通常のキャンペーンの場合に

独自のポイントの付与や自社独自のバナー作成をする場合がある。本事業の特性上、利用

者インセンティブを前面に押し出すことや各社独自の広報活動を推奨しないため、参加

者確保への懸念が寄せられた。 

 

《利用者の選定》 

【目標数】 

・目標数としていた 600 人程度の確保については、参加薬局内に一般用医薬品等の購入者

が限られている店舗が含まれていたこと、一般用医薬品等の購入者が一定数いる場合もモ

デル事業の参加者確保が薬局現場担当者の負荷となったこと、来店者へのモデル事業説明

の時間確保が困難であったこと、電子版お薬手帳アプリに一般用医薬品等の情報を登録・

活用する意義の啓発が十分に進んでいないことから目標人数を下回る結果となった。 

・モデル事業の参加者確保には年齢層や性別の条件を設けていないが、スマートフォンや電

子版お薬手帳アプリに馴染みのない方（高齢者等）の参加が難しいことが想定されるため、

薬局に対して特に丁寧な説明とフォローを依頼した。 

 

【協力依頼事項】 

・電子版お薬手帳アプリの利用（一般用医薬品等の情報の入力・活用）について、アプリ機

能の使い方を利用者が分からない場合には、店舗にて薬局担当者により案内をすること

でフォローを行った。また薬局向けのヒアリングでは、一般用医薬品等の情報の入力・活

用はスムーズに進んだとする回答が大半を占めていた。 
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（３）モデル事業の実施・モニタリング 

【フォローアップ】 

・利用者からの相談対応・服薬指導・受診勧奨等について、電子版お薬手帳アプリ内にチャ

ット機能がない場合は、対面もしくは電話での対応が中心となった。その場合もモデル事

業ならびに電子版お薬手帳アプリの情報を起点としたフォローを行うことが有効である

とする回答が薬局アンケート等から得られた。 

・対面で服薬フォローを実施する場合、薬局店舗側でモデル事業参加者が把握できないこと

が課題にあげられた。一部事業者の電子版お薬手帳アプリの薬局側管理画面ではモデル

事業参加者にフラグを立てることが可能であったが、大半の参加薬局では来局者がモデ

ル事業参加者かを判断するには参加者による自己申告が必要となった。 

・モデル事業への参加状況のほか、利用者の電子版お薬手帳アプリの導入状況について、薬

剤の説明時や会計時に薬局側が簡便に確認できるとよいとする意見が薬局ヒアリングで

あがった。 

・薬局での電子版お薬手帳アプリ情報の閲覧について、薬局側画面で確認可能な情報が周知

されていない場合があることが薬局ヒアリングで確認された。機能の充実のほか、薬局側

における電子版お薬手帳の活用方法・操作方法の周知も重要となる。 

・店舗外での継続的なアプリ機能の活用については、利用者自身に委ねられていた。モデル

事業では店舗からの継続フォロー時や事務局からのアンケート配信時にアプリ活用を促

していた。今後も継続して電子版お薬手帳アプリを利用者が活用するために、薬局からフ

ォローをしやすい機能や利用者がより使用しやすいと感じるアプリ機能の開発、利用者

への電子版お薬手帳アプリ活用の啓発等が必要となると考えられる。 

・電子版お薬手帳アプリを用いた医療機関等との連携について、利用者が医療機関で電子版

お薬手帳アプリを活用する事例や薬局・医療機関間での電子版お薬手帳アプリに係る連

携事例が限られていることから、モデル事業参加薬局経由で医療機関等での電子版お薬

手帳アプリの活用状況を把握することは困難であった。 

 

【モニタリング】 

・モデル事業の実施状況の報告について、モデル事業参加者に限定した服薬フォロー状況や

インセンティブ（クオカード）の提供状況を電子版お薬手帳アプリの薬局側管理画面で記

録・管理できない場合があった。その場合、別途 Excel 形式の管理簿上に、薬局担当者に

記録する形となった。 
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（４）アンケート・ヒアリング調査 

【アンケート調査】 

・利用者アンケート調査へ協力依頼について、モデル事業参加同意時に取得したメールアド

レス宛に google form 形式のアンケートを配信したが、モデル事業開始から約 3 か月後の

最終アンケートの回答まで継続して協力いただくことが課題となった。離脱を防ぐため、

1 か月ごとに簡易な中間アンケートを配信すること、薬局から服薬フォローを実施した。 

 

【ヒアリング調査】 

・薬局ヒアリングについては、薬局側に希望日時をお伺いする形式としたが店舗担当者の業

務時間となる場合が多く、薬局混雑時を避けてヒアリングを設定することが薬局側・事務

局側双方にとって重要となった。一部店舗では店舗営業時間後に対応いただくこともあ

った。 
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２）一般用医薬品等情報活用推進にかかる検討課題 

モデル事業での検討事項として以下の 3 点を設定しており、「モデル事業参加者の属性」、

「利用者アンケート」、「服薬フォロー」、「薬局アンケート・ヒアリング」の観点から検討し

た。 

 現在の主たる利用者の特定や今後の利用者の特定に向けた検討、ユースケース収集 

 一般用医薬品等の入力、一般用医薬品等の適正な販売・使用、受診勧奨等の医療機

関との連携等のために利用者・薬局・医療機関等が必要とする機能の検討 

 機能実装に必要となる事項の検討（データベースの要件、セキュリティ要件、情報

連携の手法等） 

 

（１）モデル事業参加者の属性 

【全般】 

・モデル事業参加者の内訳として、年代別では幅広い年代をリクルーティングできたが、40

代が最多であり、ボリュームゾーンとなる 30～50 代で全体の約 6 割を占めた。また、男

女比では女性が約 6 割、慢性疾患の有無では慢性疾患無しが約 6 割となった。 

 

【年代】 

・モデル事業の参加者確保には年齢層や性別の条件を設けていないが、スマートフォンや電

子版お薬手帳アプリに馴染みのない方（高齢者等）の参加者は難しいことが想定された。 

・高齢者に対しては電子版お薬手帳の訴求と丁寧な説明を薬局に依頼し、結果として 60 代

以上でもモデル事業参加者全体の約 2 割程度を占める割合が参加した。一方で薬局ヒア

リング等を通じて、スマートフォン等に馴染みがない高齢者へのリクルーティングが難

しいことを確認された。 

・電子版お薬手帳アプリの利用を勧奨する際は、電子版お薬手帳の意義やメリット等の丁寧

な説明の実施や、紙のお薬手帳も利用可能であることを示し、利用者の希望・閲覧に必要

な機器の保有状況の確認を実施した上で、基本的には利用者に電子版お薬手帳サービス

を案内することが求められる。その上で、電子版お薬手帳サービスの利用を希望する者で、

スマートフォンの操作等に不慣れな方等に対しては、薬局・医療機関等にて操作方法や利

用方法を丁寧に説明することが望まれる。 

 

【性別】 

・今回のモデル事業では、比較的女性の利用が多いと想定される薬局・ドラッグストアを起

点とするリクルーティングだったことから男性の参加割合が低かった。要因については

確認の必要があるが、今後電子版お薬手帳の普及に向けては、薬局・ドラッグストア起点

以外のアプローチ方法も検討の余地があると考えられる。 
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（２）利用者アンケート 

【一般用医薬品の服用状況】 

・一般用医薬品を服用している割合は、慢性疾患の有無を問わず約 70％～約 80％、年代別

で見た場合も全年代で約 70％～約 80％であった。 

 

【利用者が必要とする電子版お薬手帳アプリ機能】 

・「医薬品情報の検索」機能のニーズが確認されたが、アプリの機能を踏まえると、医薬品

情報の表示に対するニーズと捉えることができる。登録した医薬品の情報を特段の操作

なく、分かりやすく表示させる機能が重要である。（登録した医薬品から簡便に、効果や

用法用量等の情報にアクセスできるようにする、等） 

・「薬局・病院におけるお薬手帳の情報の連携」機能は、特に医療機関において、スムーズ

に情報の閲覧等が可能な環境の整備が望まれる。 

 

【電子版お薬手帳アプリを利用しない層への利用勧奨】 

・「薬をすぐに飲み終わったから」との理由でお薬手帳を利用していない利用者等に対して

も、継続的にお薬手帳を利活用することでセルフメディケーションに関する意識を高め

るような利用方法を想定する必要がある。 

・その際、薬局では処方薬と一般薬の飲み合わせ等に関する相談もできるなど、具体的な活

用方法もあわせて伝えていくことが有用と考えられる。アプリ内で記録や薬剤師・医師へ

の相談を促すプッシュ機能なども検討する必要がある。 
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（３）服薬フォロー 

【主な服薬フォロー内容】 

・重複投与や飲み合わせの確認を行った事例や、適正な使用方法の助言指導を行った事例、

体調の確認を行った事例の他、一部、症状がおさまらないために受診勧奨した事例もあっ

た。また。電子版お薬手帳アプリに医療用医薬品、一般用医薬品等をともに記載し、飲み

合わせや相互作用について確認していくよう指導し、その後のフォローに繋げている事

例があった。 

・飲み合わせの確認や使用方法の確認について、登録情報を薬剤師が確認できる機能だけで

なく、重複投与や相互作用に係る注意点を薬剤師・医師に表示できる機能があると望まし

いと考えられる。 

 

【PHR との関連】 

・検査値や血圧などの情報もあわせてフォローしている事例があった。電子版お薬手帳とし

ての機能として位置付けなくとも、血圧などの健康情報等を管理するツールとの連携に

ついても検討が必要となると考えられる。 

 

【服薬フォロー推進の方策】 

・薬局側での使用方法の説明や登録の推奨に関する声掛けなど、電子版お薬手帳アプリを利

用者が有効に活用するための説明・指導についても検討が必要となると考えられる。 

・服薬フォローの方法について、モデル事業内では対面や電話での服薬フォローが中心に行

われており、電子版お薬手帳アプリを活用した双方向のチャット機能の導入の要望もア

ンケートやヒアリングで確認された。双方向のチャットを導入する場合、薬局側でのチャ

ット対応業務の負荷が軽減できるよう、薬局側での対応時間を電子版お薬手帳アプリ内

で明示し緊急の場合は電話等で連絡するように示すこと等が必要となる。 
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（４）薬局アンケート・ヒアリング 

【一般用医薬品等の登録】 

・一般用医薬品等の情報を利用者が登録するにあたり、登録手順の簡素化や登録意義の周知

啓発、説明書の整備の要望があった。 

・薬局向けヒアリングにおいては、JAN コードによる一般用医薬品等の読み取り機能が実

装された電子版お薬手帳アプリを用いた全店舗から、一般用医薬品等の登録がスムーズ

に行えたという回答があった。 

 

【電子版お薬手帳アプリの薬局での確認方法】 

・電子版お薬手帳アプリの内容確認方法として、利用者のスマートフォンの画面を見る方法

が最も多かった。利用者の電子版お薬手帳アプリの情報について、より簡便に薬局側へ連

携する機能が求められる。 

・利用者のスマートフォン画面から確認する場合も、電子版お薬手帳アプリの情報を薬局側

端末に自動で連携・蓄積することで、来店時以降に薬局側での確認が可能となり、服薬フ

ォローに活用できるほか、転記等の業務負荷の削減や繁閑を踏まえた薬局側対応が可能

となると考えられる。 

 

【有用な電子版お薬手帳アプリの機能】 

・電子お薬手帳の有用性について、薬の情報の一元管理、併用薬の確認、服薬フォロー等が

あげられた。医療用医薬品と一般用医薬品等の双方の情報や別店舗で購入した医薬品の

情報、飲み合わせや基礎疾患の確認等で有用であるとする意見があった。 

・双方向のチャット機能について、体調変化や飲み合わせに関して、電話よりも気軽に相

談・指導ができる利点があげられた。症状ごとのチャットの定型文のパターンがあると、

より適切な服薬フォローやチャット送信に係る負荷軽減につながるという意見があった。 

・利用者が薬局からの服薬フォローのチャットを見落とすことがあるため、アプリ内の通知

アイコンの示し方の工夫や SNS と連携した服薬フォローの送信の有用性が指摘された。 

 

【電子版お薬手帳アプリの改善点】 

・電子版お薬手帳の改善が必要な点として、利用者の操作手順の簡素化、各アプリの操作方

法の統一感、薬局内のシステムや医療機関との連携があげられた。 

・利用者が電子版お薬手帳を容易に活用できるよう、利用者が操作しやすい画面設計やアプ

リ操作方法の説明資料の充実について検討が必要となる。また、薬局内においても電子版

お薬手帳アプリの薬局側画面の操作方法・活用方法の周知が必要となる。 

・薬局内でのシステム連携について、電子版お薬手帳アプリの薬局側画面とレセコン等が連

携しておらず、手入力が必要となるケースがあった。利用者の電子版お薬手帳の情報に

ついて、薬局での確認・活用が進められるよう、電子版お薬手帳アプリの薬局側システム
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と電子薬歴及びレセプトコンピュータの情報連携が可能となることが望ましいと考えら

れる。 

・医療機関での電子版お薬手帳アプリの活用は進んでいないとする回答が薬局アンケート・

ヒアリングで確認されており、電子カルテ等との連携が可能となることや、医療機関で電

子版お薬手帳アプリを活用するという意識が薬局・医療機関・利用者で醸成されることが

求められる。 
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第３章 新たに期待される付加的機能の調査・活用推進事業 

１. 取組概要 

１）事業の背景と目的 

 電子処方箋導入後は、マイナポータルでリアルタイムに一元的な処方・調剤情報の閲覧が

可能となることを踏まえ、電子版お薬手帳に新たに期待される機能として、従来の薬剤情報

の管理に留まらない画期的な活用事例を調査することとした。また、調査した事例は、ガイ

ドライン策定のインプットとして活用することとした。 

 

２）事業の概要 

 第２章で記載したモデル事業に参加いただいた関係者を中心に、薬局、電子版お薬手帳事

業者及びデータベース事業者に対し、アンケート及びヒアリングを実施する形で事例を調

査した。 

２. 活用事例調査の企画・実施内容 

１）活用事例の調査方針 

 調査に当たっては、「お薬手帳（電子版）の運用上の留意事項について」で記載されてい

る電子版お薬手帳の意義及び役割（「服用状況を記録し、利用者の医薬品に対する意識を高

める」「医薬品の相互作用・重複投与を防ぐ」）に資する事例を収集した。また、現在は実装

されていないが、今後実装することが想定される、アプリを利用せずに実施している好事例

等も調査の対象とした。 

 調査に当たっては、以下図表 23 に示す７つの領域について事例を収集することとした。 

 

図表 23 電子版お薬手帳の活用事例の調査領域 

# 調査領域 

① 利用者が個人で利用する機能、利用者、事業者間の機能 

② 利用者、薬局間の機能 

③ 利用者、医療機関間の機能 

④ 薬局、医療機関間の機能 

⑤ 薬剤情報、電子処方箋、その他外部のデータを活用する機能 

⑥ データの連携に関する機能 

⑦ データの二次利用に関する機能 
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２）活用事例の調査対象 

 調査対象は、第２章で記載したモデル事業に参加いただいた関係者を中心に、薬局、電子

版お薬手帳事業者及びデータベース事業者とし、アンケート及びヒアリングを実施した。 

 

図表 24 アンケート及びヒアリング対象 
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３）活用事例の調査内容 

 図表 23 に示す７つの領域について事例を収集するため、以下図表 25 のフォーマットに

記入いただく形でアンケートを実施した。 

 

図表 25 活用事例収集シート 

 

  

 また、アンケートの回答結果を踏まえ、より詳細に取組の実態や効果を把握するため、回

答内容を深堀する形でヒアリングを実施した。 
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３. 活用事例調査の結果 

 アンケート及びヒアリングを踏まえた調査結果は、以下の通りである。 

 

図表 26 調査結果 
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４. 今後の検討課題 

１）活用事例調査にかかる検討課題 

（１）活用事例の調査方針 

【全般】 

・活用事例の収集を進める中、現時点では電子版お薬手帳アプリでの実装には至っておら

ず、今後実装が期待される事例を収集する場合があった。 

・各調査対象の先進的な取組や団体と共同で実施している取組については、守秘義務の観点

から情報共有が難しい場合があった。 

 

【調査対象】 

・薬局での事例について、モデル事業の参加薬局に対しても調査を実施することで、現在の

一般用医薬品等に関する取組事例に加えて一般用医薬品等の活用に関する課題や今後に

期待されることを確認した。 

・医療機関での事例収集について、電子版お薬手帳アプリ事業者との連携ある医療機関や電

子処方箋の対応を推進している医療機関、地域医療連携ネットワークに積極的な医療機

関等に打診を進めたものの、電子版お薬手帳アプリの活用事例が限定されている等の理

由から、協力機関が限定的となった。医療機関での活用事例の増加には、医療機関側で電

子版お薬手帳アプリのデータを閲覧し、医療機関側で書き込みしやすい環境を整備する

こと、利用者が医療機関でも電子版お薬手帳アプリを提示することへの意識付け等が必

要となると考えられる。 

・データベース事業者での事例について、データベース事業者側で実装している機能を調査

したが、個々の電子版お薬手帳アプリ事業者での採用状況については守秘義務の点によ

りデータベース事業者からの確認はできていないことに留意が必要である。 

 

【調査方法】 

・７つの活用事例の領域について事例を収集するため「活用事例収集シート」を調査対象に

送付した。その際、調査対象区分（電子版お薬手帳アプリ事業者、薬局、医療機関、デー

タベース事業者）ごとに主に収集したい領域を明示して打診を行った。 

・活用事例の収集には、「活用事例収集シート」を事前に送付し、ヒアリングを通じてシー

トに記載した内容を把握すること、ヒアリング後に各事例の具体例について提供を依頼

するフローが有効であった。 
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２）新たに期待される付加的機能にかかる検討課題 

（１）利用者が個人で利用する機能、利用者、事業者間の機能 

・「利用者が個人で利用する機能、利用者、事業者間の機能」については、利用者と電子版

お薬手帳アプリ事業者間で完結せず、他の収集領域での記載が多くなっているため、該当

事例が限定的となっている。 

・収集事例のうちワクチン接種歴を記録する機能について、ワクチン接種歴は重要な健康情

報であり、母子手帳での記録以降も継続して接種歴を残すことは本人・家族にとって意義

があるほか、医療機関側にも必要な情報となる。おくすり手帳以外の PHR との連携によ

って同機能が担保されることも想定されるが、薬剤服用後の副作用とともに連携して管

理できることが望ましいと考えられる。 

 

（２）利用者、薬局間の機能 

【服薬フォロー全般】 

・薬剤師等が服薬フォローをするにあたり、来店時・オンラインの服薬フォローの両場面と

もに、利用者の電子版お薬手帳アプリ内の必要な情報を薬局側で確認できることが重要

となる。そのため、薬局側の端末で電子版お薬手帳アプリの情報が確認できることに加え

て、薬歴等の薬局内システムと連携することが望ましいと考えられる。 

・処方・購入の記録ならびに使用の記録について、特に一般用医薬品等や健康食品など利用

者自身が購入・使用している医薬品・食品等については、登録もれや飲み忘れが生じやす

くなっている。利用者にセルフメディケーションの重要性を啓発し登録を促すことのほ

か、購入した医薬品等の情報を利用者の同意のもと電子版お薬手帳アプリに自動で連携

できる仕組みがあると望ましいとする意見があった。 

・電子版お薬手帳アプリを活用した服薬フォローについて、これまで対面で服薬フォローを

していた利用者が、来局が難しい場合やちょっとした疑問点がある場合に電子版お薬手

帳の服薬フォロー機能を活用する場合もあれば、よりオンライン上でのやり取りを中心

とする場合も想定される。活用場面は利用者により多岐にわたるため、必要となる服薬フ

ォローを利用者に応じて実施できるよう、薬剤情報や調剤・処方情報の登録・閲覧機能や

利用者と薬剤師等が相互に相談・連絡等を行うことが可能な機能が必要となると考えら

れる。 

 

【利用者、薬局間の双方向チャット機能】 

（双方向チャット機能の活用方法） 

・双方向チャット機能を用いて、処方薬等について利用者から相談がある場合や薬局から服

用状況や体調・副作用のモニタリングをする場合があった。 

・利用者は医療用医薬品の処方時や一般用医薬品等の購入時より、使用時に薬の情報を必要

とする場合が多く、チャット等を通じて服薬フォローを実施することが有用であるとの
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意見が薬局より見られた。 

・フォローする内容は副作用の懸念、併用薬の相談、服薬タイミング（症状との兼ね合いや

服用間隔等）など様々であり、薬学的な知識に基づいて薬剤師が服薬フォローすることの

意義があげられた。 

 

（双方向チャット機能の特徴・課題） 

・双方向のチャット機能があることで、薬局来店時以外にも利用者が薬剤師等とやり取りが

できること、電話に比べて相談をするハードルが低く、時間を限定せず相談できることが

メリットとしてあげられていた。一方で利用者からのチャットでの相談が増加すること

は薬局・薬剤師の業務負荷の増加につながるという懸念を示す薬局もあった。 

・薬局側のチャット相談対応時間を薬局側で設定可能とし、その対応時間についてチャット

画面上に利用者に明示する対応を取るアプリがあった。チャット相談対応時間外の場合

は、その旨がチャット画面上に表示され、緊急の場合は電話等で直接薬局への相談を促す

旨が示されている。薬局側の対応時間を明記することは薬局側のチャット対応の負荷を

軽減するとともに、利用者側も状況に応じた適切なツールを用いて相談をできるため重

要となると考えられる。 

・利用者から薬局へのチャット問い合わせについて、すべてを薬局側で対応するのではな

く、薬局・薬剤師等での対応することが望ましいものと、チャットボット等を用いて自動

的に返信できるものをより分けられるとよいとする意見があった。 

・本調査では処方状況に合わせて服薬フォローの自動化機能を実装している事例も収集し

ており、問い合わせ対応を自動化する機能等、薬局側の対応負荷軽減や個々の利用者の状

況に応じた服薬フォローをサポートにつながる機能を備えることが望ましいと考えられ

る。 

・利用者が薬局からのチャットに気づかない場合があるため、アプリ内での通知方法や他の

SNS 機能と連携したチャットの送信等、利用者にとってわかりやすい送信・通知方法の

検討も必要となる。 

・チャットでの文字情報に加えて、使用している医薬品や症状を示すために画像の送信機能

が有効であるとの意見があった。 

・チャットによる相談内容を基にトレーシングレポートを作成する等の活用が見込まれる

が、電子版お薬手帳の薬局側端末とトレーシングレポートを作成する端末が連携してい

ない場合があるため、薬局内システムの連携が課題となる場合があった。 

 

【オンライン服薬指導】 

・オンライン服薬指導の活用場面として、薬局での待ち時間を削減することでの時間の効率

化を図る場面や高齢者が家族等と一緒にオンラインで服薬指導を受ける場面があげられ

た。 
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・活用する層は、現時点ではオンラインシステムに馴染みのある～50 代までの年代や、日

中、仕事・子育て等で来局する時間が限られる人が中心となっているとする意見があった。

高齢者を含めオンラインの活用に馴染みのない層への普及は検討課題となる。対応策と

して、オンライン服薬指導を推進事例として、薬局での待ち時間に薬局担当者がオンライ

ン服薬指導の案内しその場で試してもらい、以後オンライン服薬指導を活用する場合が

あった。 

 

（３）利用者、医療機関間の機能 

・調査の中では医療機関への電子版お薬手帳アプリの情報連携が進んでいないとする回答

が多く見られた。 

・電子版お薬手帳アプリサービスを利用していない薬局・医療機関においても、利用者の電

子版お薬手帳に登録された情報が簡便に閲覧できるようにすることが望まれる。またそ

の際、閲覧した情報が簡便に電子カルテ等に取り込めることが望ましいと考えられる。 

 

（４）薬局、医療機関間の機能 

・薬局への調査では、医療機関側での電子的な情報連携の整備状況が様々であり、郵送や

FAX、電子的な送信機能等を併用していることが確認された。薬局、医療機関間の情報連

携体制の整備が望まれるとともに、その中で電子版お薬手帳アプリの情報も簡便に連携

できる必要があると考えられる。 

・病院、診療所のみならず、介護領域の施設とも情報連携を行える体制の整備についても課

題があげられていた。 

 

（５）薬剤情報、電子処方箋、その他外部のデータを活用する機能 

・電子処方箋のデータ活用については、電子処方箋の運用が開始される段階での調査となっ

たため、収集事例が限定されていたものの、電子版お薬手帳を活用した処方箋の画像送信

や引換番号送信の機能は活用事例が見られた。 

・オンライン資格確認については過去の薬剤情報、処方情報を把握することが重複投与の防

止や疑義照会による処方変更につながる事例があった。 

・地域医療連携ネットワークを活用して、電子版お薬手帳の情報や他職種からの情報を医療

機関・薬局等で共有・活用することの有用性が指摘された。電子版お薬手帳アプリの情報

を地域医療連携ネットワーク上で連携するための標準規格の整備や、情報の閲覧同意、活

用同意の取得方法については今後の検討が必要となると考えられる。 

・医療用医薬品や一般用医薬品等のデータベースの活用について、一般用医薬品等のデータ

ベースや相互作用の確認機能を活用している事例は調査時点では限定的であるという意

見があった。また、健康食品等を含めた相互作用等の確認についても、将来的にデータベ

ースが整備され、相互作用等を確認できることが望まれる。 
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（６）データの連携に関する機能 

・電子版お薬手帳アプリ内に調剤情報のほか、血圧や血糖値、検査結果等の PHR 情報を記

録する機能を備えた電子版お薬手帳アプリがあった。健康食品等を含む食事やバイタル

データ等の健康情報を電子版お薬手帳アプリと紐づけて活用し、利用者の服薬管理、適正

使用等に資する活用がされることが望まれる。なお、電子版お薬手帳アプリ内に当該機能

を実装せず、他のＰＨＲとの連携することで同機能を担保する方法も想定される。 

 

（７）データの二次利用に関する機能 

・e 薬 Link の規約上、データの二次利用が制限されているため、規約に順守する範囲で実

施されている研究事例や公共事業としての取組事例を収集した。医療機関での電子版お

薬手帳アプリ情報での閲覧性や活用に資する取組や、利用者のセルフメディケーション

につながる取組事例を収集した。 

・電子版お薬手帳アプリや個人情報の適切な取り扱いに係る法令、ガイドライン、規約等を

遵守したうえで利用者の健康増進に資する活用が望まれるとともに、要配慮個人情報を

含む電子版お薬手帳の情報の二次利用について、要件の整備を進めることが必要となる

と考えられる。 
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第４章 次世代型電子版お薬手帳の活用に関するガイドラインの策定 

１. ガイドラインの策定方針 

 第２章及び第３章で示した調査結果や、調査検討会での議論、電子処方箋のモデル事業か

らの要請も踏まえてガイドラインを策定することとした。 

 平成 27 年に発出された「お薬手帳（電子版）の運用上の留意事項について」を骨子とし、

モデル事業を通じて抽出される課題や収集する活用事例等に基づき、データヘルス改革を

踏まえて今後の電子版お薬手帳に求められる要件を記載した。 

２. ガイドライン策定の論点 

１）ガイドライン策定における論点 

 ガイドライン策定に当たり、以下図表 27 に示す５つの論点を設定し、モデル事業や活用

事例収集の実施、調査検討会での議論を行った。 

 

図表 27 ガイドライン策定における論点 
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２）各論点に対する主な意見と対応方針 

 上記の論点に対し、調査検討会で提示された主な意見及びガイドラインとしての対応 

方針は、以下の通りである。 

 

（１）機能の分類と位置づけ、それぞれの分類ごとの機能 

 

 

（２）望ましいデータ項目、フォーマット 
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（３）e 薬 Link の活用 

 

 

（４）お薬手帳の内容の閲覧方法 

 

 

（５）情報セキュリティ 
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（６）その他 
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３. パブリック・コメントの実施 

 策定したガイドライン案について、パブリック・コメントを実施した。 

 

１）パブリック・コメントの概要 

 パブリック・コメントの概要は、以下の通りである。 

➢ 定めようとする命令などの題名：「電子版お薬手帳ガイドライン」 

➢ 受付期間：2023 年 3 月 1 日から同年 3 月 14 日まで 

  

２）主な意見内容と対応方針 

 提出された主な意見と対応方針は、以下の通りである。 

 

（１）電子版お薬手帳を取り巻く環境と活用の必要性 

 

 

（２）電子版お薬手帳を取り巻く環境と活用の必要性 
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（３）電子版お薬手帳サービスとしての機能 
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（４）その他 
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４. ガイドラインの概要 

 モデル事業や活用事例収集の実施、調査検討会での議論の結果、ガイドラインの章立ては

以下図表 28 の通りとした（ガイドライン本文は、別添１参照）。 

 

図表 28 ガイドライン目次 

 

 

 

大項目 小項目

１．ガイドラインの位置づけ １）お薬手帳の意義及び役割

２）電子版お薬手帳を取り巻く環境と活用の必要性

３）ガイドラインの位置づけ

４）PHRとの関係

５）マイナポータルとの連携

２．運営事業者等が留意すべき事項 １）情報セキュリティ（旧「２．２」（８）情報セキュリティ」）

２）個人情報の適切な取り扱い（旧「２．２）（７）二次利用」＋α）

３）全般的事項

４）基本的な対応

５）お薬手帳サービスとしての機能

【実装すべき機能】

①共通の機能

②利用者向けの機能

【実装が望ましい機能】

①共通の機能

②薬局・医療機関向けの機能

【将来的に実装が望ましい機能】

①共通の機能

②利用者向けの機能

③薬局・医療機関向けの機能

6）その他留意事項

7）本通知の遵守について

３．提供施設が留意すべき事項 １）情報セキュリティの確保

２）薬剤師等による利用者への説明

３）お薬手帳サービスの集約

４）データの提供方法

５）データの閲覧・書込

６）お薬手帳サービスの選択及びデータの移行

４．サービスを提供していない施設が留意すべき事項

５．関連する事業者が留意すべき事項 １）データベース事業者

２）レセプトコンピュータ事業者

６．その他

７．本ガイドラインの見直し





 

 

 

参考資料 

参考資料１. ガイドライン 

  



 

1 

電子版お薬手帳ガイドライン（案） 

 

１．ガイドラインの位置づけ 

１）お薬手帳の意義及び役割 

お薬手帳は、利用者本人のものであり、利用者の服用歴を記載し、経時的に管理するこ

とで、利用者自らの健康管理に役立てたり、医師・薬剤師が確認したりすることで相互作

用防止や副作用回避に資するものである。 

お薬手帳の意義及び役割は以下のように示すことができる。 

○ 利用者自身が、自分の服用している医薬品について把握するとともに正しく理解

し、服用した時に気付いた副作用や薬の効果等の体の変化や服用したかどうか等

を記録することで、医薬品に対する意識を高め、セルフメディケーション・健康

増進に繋げること/医薬品のより安全で有効な薬物療法につなげること。 

○ 複数の医療機関を受診する際及び薬局にて調剤を受ける際、また、要指導医薬

品・一般用医薬品を購入する際に、利用者がそれぞれの医療機関の医師及び薬局

の薬剤師等にお薬手帳を提示することにより、相互作用や重複投与を防ぎ、医薬

品のより安全で有効な薬物療法につなげること。 

なお、お薬手帳に含まれる情報は個人情報であり、個人情報の保護に関する法律（平成

15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。）1に則り取り扱う必要がある。一方

で、乳幼児や高齢者等の利用者については、保護者や介護者のお薬手帳の利用を含めた幅

広い利用方法を想定する必要がある点に留意する。 

  

 
1 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られ

なければならない。 



 

2 

２）電子版お薬手帳を取り巻く環境と活用の必要性 

厚生労働省におけるデータヘルス改革の推進に伴い、全国で医療情報を確認できる仕組

みの拡大、電子処方箋の仕組みの構築、自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大が

掲げられるなど、電子版お薬手帳を取り巻く環境は大きく変化しつつある。 

令和５年１月の電子処方箋の運用開始に伴い、全国の医療機関・薬局間で直近の処方・

調剤情報の閲覧が可能となるほか、利用者においてもマイナポータルによりレセプトに基

づく薬剤情報（以下「薬剤情報」という。）に加え、処方・調剤情報を閲覧することがで

きるようになっている。また、PHR（Personal Health Record）の推進により、日常生活

の中で得られる健康情報等の蓄積・管理も可能となり、医療・健康情報等の電子的な情報

の利活用を通じた、健康増進のより一層の推進が期待されている。加えて、オンライン服

薬指導やオンライン診療のサービスの普及も期待されているところである。 

また、マイナポータルを利用すれば、過去３年分の薬剤情報の閲覧・取得が可能である

が、それ以上の期間の薬剤情報や、要指導医薬品や一般用医薬品（以下「一般用医薬品等」

という。）は含まれない。セルフメディケーション・健康増進、医薬品のより安全で有効

な薬物療法を実現するためには、一般用医薬品等も含めた、利用者が服用している医薬品

の一元的・継続的な管理が重要である。 

そのため、電子版お薬手帳には、単に処方・調剤された薬剤の情報を継続的に記録する

だけでなく、電子処方箋の処方・調剤情報など、マイナポータルで取得できる情報を補完

し、利用者の服薬状況の一元的・継続的な把握を可能とするために、マイナポータルとの

連携では得られない一般用医薬品等の情報や利用者に個別に提供された連絡・注意事項等

の情報も把握・管理できるようにすることや、利用者による服薬管理を支援するためのツ

ールとして活用されることが期待される。また、他の PHR サービスとの連携等により、

体重等の各種健康情報と併せて健康づくりの支援ツールとして活用されること、オンライ

ン服薬指導やオンライン診療のサービスなど関連したサービスと連携することが期待され

る。現状では紙のお薬手帳の利用者が多いが、今後は、すべての薬局、診療所、病院で電

子版お薬手帳サービスの活用を推進することが望まれる。各提供薬局・診療所・病院（以

下「提供施設」という。）等において、電子版お薬手帳の意義・役割や活用方法を広く周

知するとともに、利用を推奨することが求められる。 

なお、高齢者などスマートフォンの操作に不慣れな方もいるため、利用を勧奨する際は、

電子版お薬手帳の意義やメリット等の丁寧な説明の実施や、紙のお薬手帳も利用可能であ

ることを示し、利用者の希望・閲覧に必要な機器の保有状況の確認を実施した上で、基本
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的には利用者に電子版お薬手帳サービスを案内することが求められる。その上で、電子版

お薬手帳サービスの利用を希望する者で、スマートフォンの操作等に不慣れな方等に対し

ては、提供施設にて操作方法や利用方法を丁寧に説明することが望まれる。 

 

３）ガイドラインの位置づけ 

本ガイドラインは、今後の電子版お薬手帳の活用の方向性も踏まえ、運営事業者等にお

いて対応が必要と考えられる事項をまとめたものである。電子版お薬手帳サービスの運営

事業者及び関連する事業者等においては、電子版お薬手帳サービスの開発・運営、活用に

当たって、本ガイドラインの内容を参考とされたい。 

 

４）PHRとの関係 

電子版お薬手帳は PHRの１つとして位置づけられる。本ガイドラインは PHRの中でも

電子版お薬手帳として呼称するために必要な要件を定めたものであり、その他必要な要件

は「民間ＰＨＲ事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」（令和３年４月総

務省、厚生労働省、経済産業省）やその他関連のガイドライン等に準じる。 

なお、PHR サービス事業者関連団体での議論等も踏まえ必要に応じて本ガイドライン

の内容を見直すこともあり得る。 

 

５）マイナポータルとの連携 

マイナポータルでは医療保険の薬剤情報や電子処方箋の処方・調剤情報（以下「薬剤情

報等」という。）を確認することが可能であり、これらの情報は、提供施設が提供する情

報を補完しうる。API 連携により、マイナポータルから提供される薬剤情報等を電子版お

薬手帳に取り込むことができるようにするなど、マイナポータルと連携した対応が重要で

ある。 
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２．運営事業者等が留意すべき事項 

１）情報セキュリティ 

 電子版お薬手帳サービスを開発・提供する際には、個人情報、医療情報等に関す

る法令、ガイドライン等を随時把握し、遵守を徹底する。また、データ項目のう

ち、個人情報保護の観点から取扱いに特に留意すべき機微な情報の取扱いは、情

報漏えい対策を強化するとともに個人情報保護法や医療等分野の番号等の議論等

を踏まえ、随時適切に対応する。また、利用者に対して、電子版お薬手帳サービ

ス利用開始時等に個人情報の取扱いについて、分かりやすく伝えるとともに、提

供施設に対しても十分説明する。 

 データとしてサーバー等に集積する場合は、利用者本人のみならず、処方した医

師や調剤した薬剤師の個人情報が含まれていることに留意し、個人情報保護法や

その関係法令を遵守する。 

 具体的なセキュリティの要件については「民間ＰＨＲ事業者による健診等情報の

取扱いに関する基本的指針」（令和３年４月総務省、厚生労働省、経済産業省）

と該当する情報に関連する法律及びその関連のガイドラインの最新版を遵守する

ものとする。 

 

（参考）その他参照すべき法令、ガイドライン等 

＜関連法規＞ 

 個人情報の保護に関する法律  

 個人情報の保護に関する法律施行令 

＜公的指針・ガイドライン等＞ 

 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（個人情報保護委員会）  

 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

（個人情報保護委員会、厚生労働省）  

 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（厚生労働省） 

 医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガ

イドライン（経済産業省、総務省） 

 個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について（平成 29 年個人

情報保護委員会告示第１号）  

 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項に

ついて（厚生労働省） 
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２）個人情報の適切な取り扱い 

 電子版お薬手帳の情報には個人情報保護法上の要配慮個人情報が含まれる。当該

情報の取得に際しては、あらかじめ、本人からの同意取得が必要であり、オプト

アウト手続きによる取得は認められない。当初の利用目的の達成に必要な範囲を

超えて個人情報を取り扱う場合は、改めて本人の同意を得なければならない。加

えて、要配慮個人情報の第三者提供には、個人情報保護法に基づき同意が不要と

なる場合を除き、原則として、あらかじめ、本人の同意が必要であり、またオプ

トアウト手続きによる服用情報の第三者提供は認められていない。 

 電子版お薬手帳サービスで取得する情報の二次利用に際しては、提供先、その利

用目的及び提供される個人情報の内容等を特定し、分かりやすく通知した上で、

あらかじめ本人の同意を明示的に取得しなければならない。なお、利用目的は必

要に応じてその概要を提示すること。また、電子版お薬手帳はその他の PHR よ

りも要配慮個人情報を多く含むとともに、医薬品等に関する情報など専門性が高

く、利用者が詳細を把握することが難しい情報も含まれることから、同意があっ

た場合でも、本人の不利益が生じないよう十分に配慮しなければならない。 

 具体的な二次利用の要件については 「民間ＰＨＲ事業者による健診等情報の取扱

いに関する基本的指針」（令和３年４月総務省、厚生労働省、経済産業省）、該

当する情報の関連法規及び関連ガイドラインを遵守するものとする。 
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３）全般的事項 

（１）安定的なサービスの提供 

電子版お薬手帳サービスについては、セルフメディケーションやより安全で有効な医

薬品の処方に寄与するサービスとしての性質を鑑み、運営事業者は安定的なサービスの

提供が必要とされる。そのため、事業に参入する際には中長期的なサービスの提供を前

提とし、やむを得ない事情によりサービスの提供を停止する際には、十分な期間をとっ

て事前に関係者との調整や継続に向けた再検討を行うなど適切な対応をとった後に通知

する、停止後の移行先等を準備する、十分なサービスの移行期間を確保する等の対応を

とる必要がある。 

（２）利用者に対する情報提供や問合せ対応等 

電子版お薬手帳はその活用が十分に周知されていないこと、利用者の中にはスマート

フォンなどの操作に不慣れな方もいる場合も想定されることから、単にサービスの案内

をしただけでは、利用者が電子版お薬手帳サービスを十分に活用することが困難なケー

スが想定される。 

利用者に対して電子版お薬手帳サービスの利用方法等の説明が十分に行われるよう、

運営事業者等は窓口の設置や問合せ先を明確にするとともに、利用者が操作方法や活用

方法に迷うことがないよう、説明や解説を分かりやすい位置に表示させる等の措置を講

じる。 

（３）提供施設が留意すべき事項への対応 

電子版お薬手帳サービスの開発や提供に当たり、提供施設が「３．提供施設が留意す

べき事項」を満たすことができるよう留意する。 
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４）基本的な対応 

電子版お薬手帳サービスの運営事業者において対応が必要な事項を以下に示す。 

（１）データ項目・フォーマット 

 データ項目については、一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）

により公表されている最新の電子版お薬手帳データフォーマット仕様書（以下

「JAHIS 標準フォーマット」という。）に従うこと。そのうち、別紙１で定義し

た「調剤年月日」、「薬品情報」、「用法情報」、「服薬情報」、「連絡・注意

事項」、「要指導医薬品、一般用医薬品」、その他必要な項目を、電子版お薬手

帳サービスの項目として設ける。 

 なお、後述する「５）（１）①エ．医薬品の有効成分を表示する機能」に対応す

るためにも今後の JAHIS 規格に関する検討状況に応じて、「薬品情報」として

「一般名」を加えることが求められる。また、一般用医薬品等についても一元的

に管理できるようにするためにも、一般名等の成分情報の項目を設けることが求

められる。（別紙１参照） 

 電子版お薬手帳サービスとして提供するかどうかにかかわらず、データの移行性

を確保するため、別紙１に掲げるデータ項目を備える。 

（２）データの入力 

 処方・調剤情報は API 連携で取得できるようになっているが、現在のところＱＲ

コードで調剤情報を書き込めるサービスが多いこと、JAHIS 標準フォーマットに

対応した「ＱＲコード」2出力が可能な調剤レセプトコンピュータが多く販売され

ているという状況を踏まえ、利用者がどの提供施設でも調剤情報を受け取れるよ

う、当面はＱＲコードによる情報の収受を基本とする。 

（３）データの閲覧 

 利用者等が入力した情報は、利用者にとって見やすい形で閲覧できるよう配慮す

る。 

 電子版お薬手帳サービスの閲覧範囲について規約等で明確にする。サービス利用

開始時に利用者から同意を取得する際には、閲覧可能な医療関係者の範囲、閲覧

 
2 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標 
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する情報の内容、目的等についてアプリ内で明示する等のほか、提供施設におい

ても十分に説明する。 

 公益社団法人日本薬剤師会から、複数の運営事業者等が提供している電子版お薬

手帳サービスの情報を含め、提供施設において一元的に利用者の電子版お薬手帳

に含まれている情報を閲覧できる仕組みとして「e薬Link（イークスリンク）®」

3が提供されているので、本仕組みを取り入れる。 

 その際、電子版お薬手帳サービスの利用者のスマートフォン等の媒体にワンタイ

ムコードを表示する機能が必要となるが、QR コードでワンタイムコードを発行

するなど、提供施設側のワンタイムコードの確認及び手入力による負担を減らす

仕組みを検討することも有用と考えられる。 

 なお、将来的には、ワンタイムコードはセキュリティと利便性のバランスを勘案

し、運営事業者間で桁数を統一して運用する等、より安全かつ簡便な方策に関す

る検討を別途行うことも想定される。 

  

 
3「e 薬 Link（イークスリンク）®」とは、当該お薬手帳サービスに対応していない薬局であっても、「e 薬 Link（イーク

スリンク）」に対応しているサービスを利用している薬局であれば、スマートフォン等でワンタイムコードを発行し、薬

局に提示することで、薬局にて登録されたお薬手帳の情報を閲覧できる仕組みである。 

 



 

9 

（４）データの移行 

 利用者が自由に電子版お薬手帳サービスを選択できるよう、少なくとも JAHIS 標

準フォーマットで規定されるデータ項目に関しては、JAHIS 形式で移行ができる

ようにする必要がある。移行のために QR コードで出力する場合にも、JAHIS 形

式とする。 

 なお、以下のような場合、データの移行が適切に行われないため、注意すること。 

 

【不適切な例】 

✓ 別紙１に示す必須項目が空欄となっている 

✓ 文字数が規定の byte 数を超えている 

✓ 全角、半角混在不可と指定されている項目について、全角、半角が混在している 

✓  CSV のフォーマットルールとして「フィールドが改行を含む場合は、かならずダ

ブルクォートで囲む。」とあるが、フィールド内で改行している 

 

 また、提供施設において電子版お薬手帳サービス提供事業者の変更等がある際に

は、事業者同士でデータ移行について合理的な範囲内で真摯に協議をする等、利

用者保護に最大限取り組む。 
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（５）データの保存 

 電子版お薬手帳サービスのデータはクラウド上に保存すること等が想定されるが、

災害時等オンライン通信が確保できない事態に備え、スマートフォンに直近の一

定期間／回数のデータを保存できるようにするとともに、保存する時点で服用し

ている医薬品（一般用医薬品等を含む）の医薬品名、一般名、処方・調剤日（一

般用医薬品等の場合は服用日）、用法・用量を表示できるようにしておく。 

 

（６）API連携 

 マイナポータルから提供される薬剤情報は、提供施設が提供する情報を補完しう

るため、API 連携により、マイナポータルから提供される薬剤情報等を電子版お

薬手帳に取り込むことができる機能を実装する。 

 API 連携の申請時には、「マイナポータル医療保険情報取得 API 利用ガイドライ

ン、マイナポータル API 利用規約」に準拠した手続きをとる。 
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５）電子版お薬手帳サービスとしての機能 

上記「４）基本的な対応」に加え、電子版お薬手帳サービスとして実装すべき機能を以

下に示す。なお、電子版お薬手帳サービスの機能は、その必要性や関連するサービス、制

度等の状況から、「（１）実装すべき機能（電子版お薬手帳サービスとして最低限実施す

べき機能）」「（２）実装が望ましい機能（電子版お薬手帳サービスとして実装されてい

ることが望ましい機能）」「（３）将来的に実装が望ましい機能（電子版お薬手帳サービ

スとして将来的に実装することが望ましい機能）」の３つに分けられる。 

 

（１）実装すべき機能（電子版お

薬手帳サービスとして最低限実施

すべき機能） 

 全ての電子版お薬手帳サービスにおいて実装す

る機能 

 可能な限り速やかに実装することを想定 

（２）実装が望ましい機能（電子

版お薬手帳サービスとして実装さ

れていることが望ましい機能） 

 全ての電子版お薬手帳サービスにおいて実装す

ることが望ましいが、運営事業者等の状況も踏

まえて対応を検討すべき機能 

（３）将来的に実装が望ましい機

能（電子版お薬手帳サービスとし

て将来的に実装することが望まし

い機能） 

 将来的には全ての電子版お薬手帳サービスにお

いて実装する（もしくは他 PHR と連携して実現

する）ことが望ましいと考えられる機能 

 

電子版お薬手帳と呼称するためには、少なくとも「実装すべき機能（電子版お薬手帳サ

ービスとして最低限実施すべき機能）」を有する必要がある。 
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（参考）下表は、（１）～（３）に示す機能を、「データの入力」「データの閲覧」「付

加的な機能」別に並び替えて一覧化したもの。 

機能の区分：①実装すべき機能 ②実装が望ましい機能 ③将来的に実装が望ましい機能 

機能 

対象 機能の区分 

共通 利用者 
薬局 

医療機関 
① ② ③ 

デ ー タ 

の入力 

API連携により、マイナポータルから提供される薬剤情報を電子版お

薬手帳に取り込むことができる機能 
〇   〇   

一般用医薬品等の登録機能（JAN コードの読み取り機能を含む）  〇  〇   

デ ー タ

の閲覧 

利用者の電子版お薬手帳の画面に、現在使用している医療用医薬品

の処方記録、一般用医薬品等の服薬記録を表示し、一覧可能な機能 
〇   〇   

医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の特徴、効能・効果、

用法・用量等の情報表示機能 
〇   〇   

医薬品の有効成分を表示する機能 〇   〇   

処方・調剤される医薬品の変更等を利用者、医療関係者ともに認識

しやすいよう、調剤情報に印を付与する等の機能 
〇    〇  

利用者が秘匿したい情報を指定可能な機能 〇   〇   

薬局・医療機関において簡便にデータの閲覧が可能な機能   〇  〇  

付加的

な機能 

利用者による適切な服薬を支援するための服薬管理機能  〇  〇   

医療用医薬品、一般用医薬品等の複数の医薬品の服用における重複

投与、相互作用に関するアラート機能 
〇    〇  

健康食品を含めた相互作用に関するアラート機能 〇     〇 

服薬方法によっては重篤な問題を引き起こすおそれのある医薬品に

ついて、服薬方法をプッシュ通知等で利用者に通知する機能 
 〇    〇 

利用者と薬剤師等が相互に相談・連絡等を行うことが可能な機能 〇    〇  

電子処方箋との連携が可能な機能 〇    〇  

薬局内システムとの連携 〇    〇  

医薬品等の安全性に関する重要な情報をタイムリーに配信する、医

薬品医療機器情報配信サービス（ＰＭＤＡメディナビ）等の情報提

供サービスとの連携機能 

〇     〇 

副作用等について利用者や薬局・医療機関が報告可能な機能 〇     〇 

オンライン服薬指導等に係るアプリや他のＰＨＲとの連携が可能な機能  〇     〇 

健康食品の購入・使用について記録することができる機能  〇    〇 

バイタルデータ等の記録機能  〇    〇 

地域医療連携ネットワークとの連携を可能とする機能   〇   〇 

地域包括ケアシステムにおいて、医療機関・薬局のみならず、介護

事業者等の多職種が連携して飲み忘れの防止や残薬の管理等、医薬

品の適正使用ならびに薬学的管理・服薬支援を可能とする機能 

  〇   〇 

 医師・薬剤師の情報共有機能   〇   〇 

 ＧＳ1 コードの読み取り機能 〇     〇 
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（１）実装すべき機能（電子版お薬手帳サービスとして最低限実施すべき機能） 

① 共通の機能 

【データの入力に関する機能】 

ア．API連携により、マイナポータルから提供される薬剤情報等を電子版お薬手帳に取

り込むことができる機能 

 マイナポータルから提供される薬剤情報等は、提供施設が提供する情報を補完し

うるため、API 連携により、マイナポータルから提供される薬剤情報を電子版お

薬手帳に取り込むことができる機能を実装する。 

 また、マイナポータル API から取得した情報については、以下の点に留意する。 

➢データの相互運用性が担保されていると見做せる JAHIS 形式でのインポート／

エクスポートが可能なものとする。 

➢マイナポータルから取り込んだ薬剤情報と提供施設から提供された情報が重複

し、利用者や医療関係者の混乱を招く恐れがあることから、両者をわかりやす

く区別して表示する、同一の薬剤情報が重複して表示されないようにするなど、

表示方法を工夫する。 

 なお、マイナポータル API 連携による薬剤情報の取り込みのみが可能となってい

るアプリケーションは電子版お薬手帳としては認められないことに留意する。 

 

【データの閲覧・表示に関する機能】 

イ．利用者の電子版お薬手帳の画面に、現在使用している医療用医薬品の処方記録、一

般用医薬品等の服薬記録を表示し、一覧可能な機能 

 利用者や薬局・医療機関が服薬情報などを適切に把握できるようにするため、少

なくとも現在使用している医薬品等の服薬情報の一覧性（スマートフォン、パソ

コン等の一画面で服薬情報を特段の操作なく一覧できる仕組み）を確保し、その

画面上において、基本情報（例：アレルギー歴、副作用歴等）とも相互に遷移す

るなど容易にアクセスできるようにする。 

 服薬情報として 最低限、医薬品名、一般名、処方・調剤日（一般用医薬品等の場

合は服用日）、用法・用量を表示する。 

 なお、災害時を想定し、当該情報をスマートフォンに保存できるようにするなど、

オフラインでも動作可能なものとする。 

 医療機関においては紙で電子版お薬手帳の内容を確認したいとのニーズがあるこ

とから、情報のＰＤＦ化等により、紙等での出力を可能とする機能を実装する。 
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ウ．医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の特徴、効能・効果、用法・用量等の

情報表示機能 

 利用者が医薬品を正しく理解し、適切に使用できるよう、利用者が服用している

医薬品の情報については、利用者に分かりやすい表現を用いることが重要である。

一般用医薬品等についても当該情報の表示は重要であることから、添付文書の内

容（特徴、効能・効果、用法・用量等の各種情報）や画像データが表示されるよ

うにする。 

 医薬品の情報については、製造販売業者が作成・提供する患者向けの情報を参考

にすること。 

 なお、外部の情報サイトを案内するなどの方法もあるが、利用者の利便性を鑑み、

電子版お薬手帳サービスのアプリ内で検索及び情報の表示を完結させることが望

ましい。 

 

エ．医薬品の有効成分を表示する機能 

 薬剤師による重複投与や相互作用の確認や、服用歴の確認、服薬指導等の観点か

らは、医薬品の名称のみならず、有効成分の情報も重要である。そのため、服用

履歴等のデータを蓄積する際には、成分情報も併せて蓄積・閲覧できるようにす

る。 

 なお、一般用医薬品においては有効成分が複数あることに留意する。 

 

【機能の例】 

✓ 成分情報ごとに現在服用している医薬品について、服薬情報を表示させる機能 

✓ 成分情報ごとに服薬歴が把握できるように一覧を表示させる機能 
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オ．利用者が秘匿したい情報を指定可能な機能 

 個人情報保護等の観点から、電子版お薬手帳サービスに記録された情報のうち、

利用者が秘匿を希望する情報に関しては、秘匿可能とすることができる機能を実

装する。 秘匿したい情報は、薬局・医療機関単位、処方単位、医薬品単位等で設

定できることが望ましい。 

 なお、秘匿した情報は薬局・医療機関が服薬指導等に活用できなくなる可能性が

あり、利用者がその旨を理解した上で秘匿できるよう配慮する必要がある。本機

能を利用する場合も、後述の「医療用医薬品、一般用医薬品等の複数の医薬品の

服用における重複投与、相互作用に関するアラート機能」には影響を及ぼさない

ものとする。併せて、薬局・医療機関が、情報が秘匿されていることを判別でき

るようにすることが望ましい。 

 

【機能の例】 

✓ 利用者が「利用者が秘匿したい情報を指定可能な機能」を活用したことを薬局・

医療機関に通知する機能 

✓ 利用者が当該情報を秘匿していることが判別できるマークがつくような機能 

 

 

② 利用者向けの機能 

【データの入力に関する機能】 

ア．一般用医薬品等の登録機能（JANコードの読み取り機能を含む） 

 服用する医薬品の一元管理という点からは、処方・調剤された医療用医薬品のみ

ならず、要指導医薬品や一般用医薬品（一般用医薬品等）も含めたすべての医薬

品の登録が必要である。一般用医薬品等については、利用者が自ら手帳に登録す

ることになるため、簡便に登録できるような仕組みとして、ＪＡＮコードの読み

取り機能を活用する。 

 その際、利用者による登録を勧奨する機能（プッシュ通知等）もあわせて実装す

ることが望ましい。 

 

【機能の例】 

✓ 月１回など予め指定したタイミングで定期的にアプリ側からリマインドを通知す

る機能 

 



 

16 

 なお、一般用医薬品等の品目数はプライべートブランドも含めて多岐にわたり、

利用者が登録した際に当該医薬品の情報を表示・参照できるように連携するデー

タベースには、商品の網羅性や収載されている情報の正確性等が求められる。多

くの一般用医薬品等の情報を収載し、タイムリーに情報が更新されており、JAN

コードとも紐づけ可能なデータベースとして、JSM-DBC（セルフメディケーシ

ョン・データベースセンター）4を活用することが推奨される。 

 また、将来的には、医療用医薬品、一般用医薬品等を含めた相互作用等の確認の

観点から、成分情報もあわせて登録できるようにすることが望ましい。なお、一

般用医薬品等に関しては複数成分があることに留意し、具体的なデータフォーマ

ットについては別途検討が必要である。 

 

【付加的な機能】 

イ．利用者による適切な服薬を支援するための服薬管理機能 

 次の各種機能により、利用者が正しく服薬できるよう支援する。 

✓ 服薬の予定を入力する機能 

✓カレンダー等により服薬予定を容易に確認できる機能 

✓服薬のタイミングを知らせる機能 

✓ 服用したことを記録する機能 

✓ 服用後の気になる症状や副作用、その発現日等を記録できる機能 

 なお、服用したか否かについて、利用者による正確な記録を勧奨する機能（プッ

シュ通知等）も併せて実装することが望ましい。 

 また、多機能化することで使いづらいといった問題が生じないよう、将来的に、

処方・調剤情報から自動で服薬予定が作成される機能を実装することも有用と考

えられる。 

 その他、将来的には、服薬の予定と服用状況の記録から、残薬数を自動で計算・

表示する機能を実装することも想定される。 

 

 
4 JSM-DBC：セルフメディケーション・データベースセンター（JSM-DBC）は、OTC 業界団体として製品データ等の活

用（IT 化）による「セルフメディケーションの推進」を目的とし、ＯＴＣ医薬品の適正使用情報（添付文書等）、JAN コ

ード等の流通情報、さらに製品画像等のデータソースを会員製薬企業自らが毎日登録・更新し、会員である各種システム関

連企業等へ提供している。登録品目数は約 8,900JAN（2023 年 2 月時点） 
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（２）実装が望ましい機能（電子版お薬手帳サービスとして実装されていること

が望ましい機能） 

① 共通の機能 

【データの閲覧・表示に関する機能】 

ア．処方・調剤される医薬品の変更等を利用者、医療関係者ともに認識しやすいよう、

調剤情報に印を付与する等の機能 

 処方・調剤される医薬品の変更等があった場合、変更前の情報に基づいて服薬管

理等がなされることがないよう、調剤情報に印を付与する等の機能により、利用

者、医療関係者ともに認識しやすくすることが望ましい。 

 

【付加的な機能】 

イ．医療用医薬品、一般用医薬品等の複数の医薬品の服用における重複投与、相互作用

に関するアラート機能 

 後述するデータベース事業者等と連携するなどして、医療用医薬品、一般用医薬

品等の複数の医薬品の服用における重複投与、相互作用に関するアラート機能を

実装することが望ましい。（「５．１）データベース事業者」参照） 

 アラート機能の実効性・正確性を担保するため、重篤な健康障害を引き起こす可

能性のある重複投与・相互作用のアラートの場合は必要に応じて薬局・医療機関

等に情報共有するなどの連携が可能なことが望ましい。 

  なお、アラートの表示は以下とすることが望ましい。 

✓利用者向け   ：重複投与、相互作用となっている医薬品名、薬剤師・医

師への服薬相談を勧奨するメッセージの表示等、簡易な

もの 

✓薬剤師・医師向け：重複投与、相互作用となっている医薬品名、成分名、発

生する恐れのある副作用等の表示 

 

ウ．利用者と薬剤師等が相互に相談・連絡等を行うことが可能な機能 

 電子版お薬手帳を利用することで、利用者が提供施設の薬剤師等に相談しやすく

なる等の効果が期待されることから、利用者が提供施設の薬剤師等に対して、服

薬に関する相談等が可能なチャット等の機能を実装することが望ましい。 
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 また、提供施設の薬剤師等が利用者に対して服薬のフォローアップ等を行うこと

ができるよう、チャットや服薬状況を確認する通知等の機能を実施することが望

ましい。 

 なお、提供施設の薬剤師等が利用者からのチャットや相談の連絡を認識できるよ

う、システム上の、又は FＡＸ等での通知等を実施することが望ましい。 

 提供施設の薬剤師等がチャット機能等を利用して、遠隔地の利用者に情報提供や

服薬のフォローアップを行う際、一方的な情報提供とならないよう、利用者が内

容を確認・理解した旨を明示的に確認することができる機能を実装することが望

ましい。 

 

【機能の例】 

（薬剤師等から利用者への連絡内容に合わせて実装する機能の例） 

✓ 薬剤師等が利用者に対して情報提供を行った際に、利用者が当該内容を確認・理

解したかどうかを簡易に意思表示する欄を設け、回答を促す機能 

✓ 服用している薬剤に応じた質問を利用者に自動送信する機能 

✓ 利用者の回答内容に基づき、問題の可能性がある場合は薬局に通知される機能 

（利用者から薬剤師等への連絡内容に合わせて実装する機能の例） 

✓ 服薬中の気になった症状の報告・相談にあたり、メールやチャットなど、気軽に

連絡・相談ができる機能 

 

 なお、他のＰＨＲと連携することで同機能を担保する方法も想定される。 

 

エ．電子処方箋との連携が可能な機能 

 電子処方箋の引換番号を画像やテキストデータ等の手法により、利用者が薬局へ

送信する機能を実装することが望ましい。 

 厚生労働省から提供されるデータを基に、電子処方箋に対応している薬局・医療

機関を表示・検索する機能を実装することが望ましい。 

 マイナポータルから、レセプトの薬剤情報と併せて、API 連携により電子処方箋

の処方・調剤情報を取り込む機能を実装すること。 
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オ．薬局内システムとの連携 

 利用者の電子版お薬手帳の情報について、提供施設での確認・活用が進められる

よう、電子版お薬手帳の提供施設側システムと電子カルテ、電子薬歴及びレセプ

トコンピュータの情報連携が可能となることが望ましい。 

 

【機能の例】 

✓ 基本情報（例：アレルギー歴、副作用歴等）や一般用医薬品等を含めた電子版お

薬手帳内の服薬情報を、利用者の同意のうえで自動的に電子薬歴等へ連携できる

機能 等 

 

 

② 薬局・医療機関向けの機能 

【データの閲覧・表示に関する機能】 

ア．薬局・医療機関において簡便にデータの閲覧が可能な機能 

 電子版お薬手帳サービスを利用していない薬局・医療機関においても、利用者の

電子版お薬手帳に登録された情報（調剤情報等）が簡便に閲覧できるようにする。

なお、単に利用者のスマートフォン等の端末に表示された情報を薬局・医療機関

に提示することは当該機能として認めない。 

 

【機能の例】 

（インターネット環境が整備されている場合の例） 

✓ 利用者のスマートフォン等の端末に、ＱＲコード等を表示し、薬局・医療機関で

読み取ることで、薬局・医療機関の端末に情報を閲覧できるページを表示させる 

✓ 利用者のスマートフォン等の端末に表示されるパスコードを薬局・医療機関側の

端末で入力し、薬局・医療機関が一時的に情報を閲覧できるページを表示させる 

✓ 薬局・医療機関を特定するＱＲコードを利用者のスマートフォン等の端末により

読み取り、利用者が当該薬局・医療機関の閲覧を認めることで、薬局・医療機関

の端末に情報を閲覧できるページを表示させる 等 

✓ 事業者が薬局・医療機関等のデータの開示先を特定し、利用者の調剤のデータを

ブラウザ上で表示させ初診時や、治療の間の調剤情報を聞き取りに依らず表示さ

せる。ブラウザからは薬歴システムや電子カルテへコピー＆ペーストによる転記

が可能であり、診察や調剤で電子版お薬手帳のデータを活用する 等 
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（インターネット環境が整備されていない場合の例） 

✓ 利用者のスマートフォン等の端末に JAHIS 標準フォーマットのＱＲコード等を表

示し、薬局・医療機関のパソコン等の端末に設置したＱＲコードリーダーにより

読み取りを行い、情報を薬局・医療機関の端末に表示させる 等 

 

 なお、ＱＲコードを活用する際にはセキュリティを十分に担保すること、薬局・

医療機関からの問い合わせ窓口を設置することが望ましい。 

 

（３）将来的に実装が望ましい機能（電子版お薬手帳サービスとして将来的に実

装することが望ましい機能） 

① 共通の機能 

【付加的な機能】 

今後、様々な PHR サービスの拡充が見込まれる中、利用者の服薬管理、適正使用等に

資するため、以下に示すような各種機能を持つ他の PHR サービスと連携する、または電

子版お薬手帳サービスに付加していくことが想定される。 

 

ア．健康食品を含めた相互作用に関するアラート機能 

 後述するデータベース事業者等と連携するなどして、医療用医薬品、一般用医薬

品等と健康食品との相互作用に関するアラート機能を実装することが考えられる。

（「５．１）データベース事業者」参照） 

 なお、他のＰＨＲと連携することで同機能を担保する方法も想定される。 

 

イ．医薬品等の安全性に関する重要な情報をタイムリーに配信する、医薬品医療機器情

報配信サービス（ＰＭＤＡメディナビ）等の情報提供サービスとの連携機能 

 医薬品等の安全性に関する重要な情報をタイムリーに配信する、医薬品医療機器

情報配信サービス（ＰＭＤＡメディナビ）等の情報提供サービスと連携し、利用

者に対して必要な情報を配信することが考えられる。 

 医薬品医療機器情報配信サービスとの連携方法としては、利用者が使用している

医薬品に限定して、情報があった場合に提供施設に通知されるようにすること、

当該医薬品の安全性に関する情報を運営事業者等や提供施設が取捨選択、加工し

て配信することなどが想定される。 
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 なお、情報の配信にあたっては、利用者の不安や混乱を招かないよう、全ての情

報を利用者に通知するのではなく、かかりつけ薬局の薬剤師による情報の選定、

丁寧な説明等のフォローを実施するなど、必要な措置を講じることが望ましい。

また、必要に応じて、利用者に対し、薬剤師・医師への相談を勧奨するメッセー

ジを併せて表示することが望ましい。 

 なお、他のＰＨＲと連携することで同機能を担保する方法も想定される。 

 

ウ．副作用等について利用者や薬局・医療機関が報告可能な機能 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が受け付け、厚生労働省に報告している

「患者の皆様からの医薬品副作用報告」を電子版お薬手帳サービス経由で実施可

能とする機能を実装することが考えられる。 

 なお、他のＰＨＲと連携することで同機能を担保する方法も想定される。 

 

エ．オンライン服薬指導等に係るアプリや他のＰＨＲとの連携が可能な機能 

 オンライン服薬指導やオンライン診療の際、紙のお薬手帳では、情報の共有がで

きないが、電子版お薬手帳であれば電磁的に必要な情報を共有することができる。 

 調剤情報や一般用医薬品等の服用状況等について、オンライン服薬指導やオンラ

イン診療に係るサービスや他の PHR との連携が可能な機能を実装することが考

えられる。 

 

オ．ＧＳ1コードの読み取り機能 

 品質管理のため、ロット番号の管理などGS1コードの読み取り機能の実装も有用

と考えられる。将来的に実装することが想定されるが、実装の際には、薬局側で

の管理など、オペレーションについても配慮する必要がある。 
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② 利用者向けの機能 

【付加的な機能】 

ア．服薬方法によっては重篤な問題を引き起こすおそれのある医薬品について、服薬方

法をプッシュ通知等で利用者に通知する機能 

 後述するデータベース事業者等と連携するなどして、服薬方法によっては重篤な

問題を引き起こすおそれのある医薬品について、正しい服薬方法をプッシュ通知

等で利用者に通知する機能を実装することが考えられる。（「５．１）データベ

ース事業者」参照） 

 

イ．健康食品の購入・使用について記録することができる機能 

 健康食品を含めた相互作用等の恐れを把握するためにも、健康食品の購入・使用

について記録できる機能の実装が望ましい。 

 なお、他のＰＨＲと連携することで同機能を担保する方法も想定される。 

 

 

ウ．バイタルデータ等の記録機能 

 医薬品に直接関連しないものの、セルフメディケーション推進の観点から、食事、

喫煙／禁煙、血圧等の記録機能を備えることが考えられる。これらの情報は、薬

剤師による服薬指導等の際にも参考となると考えられる。 

 なお、他のＰＨＲと連携することで同機能を担保する方法も想定される。 

 

 

③ 薬局・医療機関向けの機能 

【付加的な機能】 

ア．地域医療連携ネットワークとの連携を可能とする機能 

 電子版お薬手帳の情報を医療機関・薬局等で共有・活用するためには、地域医療

連携ネットワークとの連携も有用であることから、地域医療連携ネットワークと

の親和性を担保するとともに、連携するための機能を有することが望ましい。 

 

イ．地域包括ケアシステムにおいて、医療機関・薬局のみならず、介護事業者等の多職

種が連携して飲み忘れの防止や残薬の管理等、医薬品の適正使用ならびに薬学的管

理・服薬支援を可能とする機能 
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 利用者の同意のもと、介護事業者等の関係者を含め、服用状況等を共有できる機

能や、地域包括ケアシステムにおいて多職種で活用しているシステムと連携でき

る機能を実装することが想定される。 

 

ウ．医師・薬剤師の情報共有機能 

 医師・薬剤師の情報共有機能の場面として、疑義照会やトレーシングレポートと

いった薬局から医療機関への連絡等や、入退院時の情報共有といったものが想定

される。現行では紙やその他システム等でカバーしているシーンが多いが、将来

的には、オンライン資格確認等を利用した情報共有が進むことが想定される。 

 電子版お薬手帳サービス上、もしくは付加的な機能として、チャットなど双方向

でやり取りをする機能は医師・薬剤師間のコミュニケーション強化のために一定

程度有用と考えられるものの、開発負担が大きいことや、地域医療連携ネットワ

ーク等の既存の仕組みで同種の機能が実装されていることなども十分に踏まえる

必要がある。 

 

６）その他留意事項 

（１）医薬品の情報提供について 

 電子版お薬手帳サービスに後発医薬品や医薬品画像等の情報を付加する場合は、

随時情報が更新されるような情報や複数の疾患に用いられるような医薬品情報等

により、かえって利用者に混乱を生じさせることのないよう、これらの医薬品情

報等の内容を把握するとともに提供方法に留意することが望ましい。 

（２）付加的な機能の開発について 

 電子版お薬手帳サービスに服薬タイミングを知らせるアラーム機能や服用したこ

とを記録する機能等の医薬品の服用をサポートする機能や運動や食事、喫煙／禁

煙、血圧等の記録等、医薬品に直接関連しない機能を備えている場合もあるが、

このような機能を開発するにあたっては、地域医療情報連携ネットワーク等との

連携や親和性等を考慮する。 
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（３）疾患や医薬品に関する辞典機能について 

 疾患や医薬品に関する辞典機能を有するものについては、出典を明記するなどし

て、その内容の妥当性を担保する。 

 さらに、医療に関するソフトウエアの一部（プログラムがデータを加工し、加工

結果を診断・治療に使用するものなど）は医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）による規制の対象と

なることもあるため、関係法令を十分に把握し開発する。 

 

７）本通知の遵守について 

（１）運営事業者等による自己点検の実施 

 運営事業者等は、本ガイドラインの別紙２のチェックシートの確認事項に従って

各要件を満たしているかどうかを定期的に確認し、結果を自社のホームページ等

で公表するよう努める。なお、要件を満たさない項目がある場合は、該当する項

目と併せて、対応が不要な合理的な理由をチェックシートに記載する。 

（２）厚生労働省による電子版お薬手帳サービスに関する公表 

 今後、希望する運営事業者等からの申請に基づき、厚生労働省のホームページに

てガイドラインに沿った電子版お薬手帳サービスとして公表することが想定され

る。申請手続き等は別途定めるものとする。 
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３．提供施設が留意すべき事項 

１）情報セキュリティの確保 

 電子版お薬手帳に蓄積される情報には薬剤情報などの要配慮個人情報が含まれる。

電子版お薬手帳の情報を取り扱う際は、個人情報保護法をはじめ、関連する法

令・ガイドラインを遵守する。 

 利用者に対しては、情報の適切な管理を促すとともに、スマートフォン等の紛失

に備えた対応（スマートフォンの画面を表示する際にパスワードを設定する等）

を促す。運営事業者等が設置する窓口や問合せ先を案内し、スマートフォンを紛

失した場合の対応等について利用者が迷うことがないように配慮する。 

 

２）薬剤師等による利用者への説明 

 電子版お薬手帳の利用に当っては、薬剤師等が利用者に対して電子版お薬手帳の

意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、理解を得た上で提供する。 

 利用者に対する服薬指導等を実施する際には、電子版お薬手帳を積極的に利用す

る。 

 

３）電子版お薬手帳サービスの集約 

 提供施設においては利用者が一つの電子版お薬手帳サービスを利用するよう促す。

仮に利用者が複数の電子版お薬手帳サービスを利用している場合には、電子版お

薬手帳サービスの持つ本来の意義及び役割が十分に生かされないため、一つの電

子版お薬手帳サービスにより服薬情報を把握できるようにすることが大切である

ことを説明し理解を得た上で、利用者が希望した一つの電子版お薬手帳サービス

にまとめるよう推奨する。 

 同じ電子版お薬手帳サービス内であっても、同一の利用者で複数のアカウントを

持つなど、複数の識別子（ＩＤ）を付与することは、やむを得ず必要な場合に限

られるべきである。 
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４）データの提供方法 

 提供施設は、利用者の求めに応じて少なくともＱＲコードにて情報を出力する。

また、後述するレセプトコンピュータ事業者と連携するなどして、様々な運営事

業者の電子版お薬手帳サービスがＱＲコードを正しく読み取ることが可能とする

こと（「５．２）レセプトコンピュータ事業者」参照）。 

 利用者に情報を提供する際には、電子版お薬手帳サービスの項目のうち、「調剤

年月日」、「薬品情報」、「用法情報」、「連絡・注意事項」、その他必要な情

報を提供する。 

 現在、マイナポータルにおいて薬剤情報等が閲覧できるようになり、マイナポー

タル API 連携等により電子版お薬手帳に薬剤情報等を取り込むことが可能となっ

ている。薬剤情報等は提供施設が提供する情報を補完しうるため、電子版お薬手

帳に取り込むことが望ましいが、一方で必要な情報が不足している場合があるた

め、電子版お薬手帳に薬剤情報等を取り込む場合においても、提供施設は利用者

に対し前項に基づく必要な情報を提供する。 

 

５）データの閲覧・書込 

 電子版お薬手帳の意義及び役割を利用者に十分説明し、薬剤師等の医療関係者が

閲覧することについて同意を得る。薬剤師等は情報を閲覧するごとに、利用者へ

の口頭確認や利用者による携帯電話の操作又は携帯電話やサービス固有のカード

の受け渡し等の動作により利用者から同意を得ることが望ましい。また、サービ

ス利用開始時に利用者から同意を取得する際には、閲覧可能な医療関係者の範囲

等について十分に説明する。 

 公益社団法人日本薬剤師会から、複数の運営事業者等が提供している電子版お薬

手帳サービスの情報を含め、提供施設において一元的に利用者の電子版お薬手帳

に含まれている情報を閲覧できる仕組みとして「e 薬 Link（イークスリンク）

®」が提供されているので、本仕組みを取り入れる。 

 処方・調剤される医薬品が変更された場合等には、利用者及び医療関係者が認識

しやすいよう、注意事項欄に記載することが望ましい。 
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６）電子版お薬手帳サービスの選択及びデータの移行 

 提供施設の事情により、利用者の電子版お薬手帳サービスの選択が制限されるこ

とのないよう留意する。 

 利用者が電子版から紙への変更を希望した場合は、必要な情報を記した紙のお薬

手帳を交付するか利用者に手帳情報の印刷を促すなど、紙への切り替えを適切に

実施する。 

 マイナポータルから得られる薬剤情報については、別紙１に掲げるデータ項目を

全て満たすものではないことから、マイナポータル API 連携による薬剤情報の取

り込みのみが可能となっているアプリケーションは電子版お薬手帳としては認め

られないことに留意する。 

 提供施設において電子版お薬手帳サービス提供事業者の変更等がある際には、事

業者同士でデータ移行について合理的な範囲内で真摯に協議をする等、利用者保

護に最大限取り組めるよう、事業者の調整等を行う。 

 

４．サービスを提供していない施設が留意すべき事項 

お薬手帳の意義及び役割に示すとおり（「１．１）お薬手帳の意義及び役割」参

照）、電子版を含むお薬手帳はすべての薬局・診療所・病院で活用されることが望まれ

るが、電子版お薬手帳サービスを利用していない施設においては、以下に留意するこ

と。 

 医薬連携を推進するため、利用者が服用する医薬品等の情報について本ガイドラ

インの「２．４）（１）データ項目・フォーマット」に記載の電子版お薬手帳サ

ービスの項目（「調剤年月日」、「薬品情報」、「用法情報」、「連絡・注意事

項」、その他必要な項目）を JAHIS 形式で出力可能なレセプトコンピュータを

活用する等して、利用者に提供するよう努めること。 

 利用者の電子版お薬手帳のデータを参照可能とするため、ＱＲコード読み取り用

のビューワ等の仕組みを将来的に導入することが考えられる。 

 なお、将来的に、参照したデータを薬局の電子薬歴、診療所・病院の電子カルテ

等のシステムに情報共有ができるような仕組みを導入することも期待される。 
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５．関連する事業者が留意すべき事項 

１）データベース事業者 

ここでいうデータベース事業者とは、電子版お薬手帳サービスを提供する事業者に対し

て、主にセルフメディケーション・健康増進に繋げるための「要指導医薬品及び一般用医

薬品のデータ」を提供するデータベース事業者を指す。データベース事業者に留意いただ

きたい事項は以下のとおり。 

 セルフメディケーションやより安全で有効な医薬品の処方に寄与するサービスと

しての性質を鑑み、データベース事業者は安定的なサービスの提供が必要とされ

る。参入する際には中長期的なサービスの提供を前提とし、やむを得ない事情に

よりサービスの提供を停止する際には、十分な期間をとって事前に関係者に通知

する、停止後の移行先等を準備する、十分なサービスの移行期間を確保する等の

対応をとることが望ましい。 

 薬局等の企画、販売するプライベートブランドの医薬品等についても十分に情報

を収集、最新化に努め、運営事業者等に情報を販売・提供することが望ましい。 

 医療用医薬品と一般用医薬品等の重複投与、相互作用等のアラートを可能とする

ために、以下に示す事項について対応することが望ましい。 

✓要指導医薬品及び一般用医薬品の成分情報を提示できるデータを保持してい

ること。 

✓要指導医薬品及び一般用医薬品データとして、「用法・用量」に応じた「成

分・分量」の情報を提示できるデータを保持していること。 

✓運営事業者等が医療用医薬品、一般用医薬品等の複数の医薬品の服用による

重複投薬、相互作用に関するアラート機能を開発する際に活用可能な機能を

備えていること。 
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２）レセプトコンピュータ事業者 

レセプトコンピュータの開発事業者に留意いただきたい事項は以下のとおり。 

 提供施設が利用者に対してＱＲコードで情報を提示する際に用いるレセプトコン

ピュータにおいては、本ガイドラインの「２．４）（１）データ項目・フォーマ

ット」に記載の電子版お薬手帳サービスの項目（「調剤年月日」、「薬品情

報」、「用法情報」、「服薬情報」、「連絡・注意事項」、その他必要な項目）

を JAHIS 形式で出力可能な仕様とする。また、医薬品のコード情報を QR コー

ドに含めること。なお、汎用性の観点から、YJ コードを用いることが望ましい。 

 医薬連携を推進するため、レセプトコンピュータにおいては利用者が服用する医

薬品等の情報について前項の形式で出力可能な仕様であることが望ましい。 
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６．その他 

個人情報保護法や電子処方箋をはじめとしたデータヘルス改革に関する今後の議論、普

及を踏まえた整理も必要なため、今後、運営事業者等を含めた関係者により引き続き検討

がなされていくことが望ましい。 

なお、異なる電子版お薬手帳サービス間の円滑な情報連携を可能とするため、近年注目

されている HL7 FHIR 等を含めた参照すべき標準規格及び活用方法について継続的に議

論を行う必要がある。 

また、本ガイドラインでは、今後の議論として残された点も存在する。例えば、 医師

が診察する環境において、電子カルテで電子版お薬手帳の情報を活用するためには、活用

を見据えた情報の受け渡しを行う環境整備やデータの標準規格が十分でないという課題は

引き続き検討が必要である。 

 

７．本ガイドラインの見直し 

本ガイドラインについて、個人情報保護法等の法令又はガイドラインの改正や、データ

ヘルス改革や電子処方箋など関連の制度・サービス等の社会的状況の変化を踏まえて、必

要に応じて検討及び見直しを行うものとする。 

 

以上 

 



 

 

（別紙１）○：電子版お薬手帳サービス項目として最低限必要な項目 

   

お薬手帳サービス

の項目として最低

限必要なもの

氏名 患者氏名

性別 患者性別

生年月日 患者生年月日

郵便番号 患者郵便番号

住所 患者住所

電話番号 患者電話番号

緊急連絡先 緊急連絡先

血液型 血液型

体重 体重

アレルギー歴

副作用歴

既往歴

処方年月日 処方年月日 5 調剤等年月日レコード 調剤等年月日

調剤年月日 調剤年月日 〇 5 調剤等年月日レコード 調剤等年月日

名称 医療機関等名称

都道府県 医療機関等都道府県

郵便番号 医療機関等郵便番号

住所 医療機関等住所

電話番号 医療機関等電話番号

医科／歯科／調剤の種別 医療機関等点数表

医療機関／薬局コード 医療機関等コード

氏名 医師・薬剤師氏名

連絡先 医師・薬剤師連絡先

名称 医療機関名称

都道府県 医療機関等都道府県

医科／歯科／調剤の種別 医療機関等点数表

医療機関コード 医療機関等コード

処方番号 〇 RP番号

薬品名称 〇 薬品名称

一般名 〇 （新設）

用量 〇 用量

単位名 〇 単位名

薬品コード 〇 薬品コード種別、薬品コード

薬品補足情報 〇 281 薬品補足レコード 薬品補足情報

薬品服用の注意事項 〇 291 薬品服用注意レコード 内容

処方番号 〇 RP番号

用法名称 〇 用法名称

調剤数量 〇 調剤数量

調剤単位 〇 調剤単位

剤形の種別 〇 剤形コード

用法コード 〇 用法コード種別、用法コード

処方服用注意事項 〇 391 処方服用注意レコード 内容

服用注意事項 〇 401 服用注意レコード 内容

服薬情報 服用中に気づいたこと 〇 601 患者等記入レコード 患者等記入情報

残薬情報

医療機関・薬局が確認した患

者の残薬の状況およびその理

由

421 残薬確認レコード 残薬内容

利用者から医師・薬剤師への

連絡事項
〇 601 患者等記入レコード 患者等記入情報

医師・薬剤師から利用者への

連絡・注意事項
〇

291、391、

401、411
（各項参照） （各項参照）

入院中の副作用

情報

入院中に副作用が発生した薬

剤の名称、投与量、当該副作

用の概要、措置、転帰

退院後に必要な

情報

退院後の薬剤の服用等に関す

る必要な指導、服薬の状況及

び投薬上の工夫に関する情報

服用年月日 〇

薬品名称 〇

薬品情報 一般名 〇 （新設）

用法情報 服用注意事項 401 服用注意レコード 内容

服薬情報 服用中に気づいたこと 601 患者等記入レコード 患者等記入情報

残薬情報 残薬内容 421 残薬確認レコード 残薬内容

利用者から医師・薬剤師への

連絡事項
601 患者等記入レコード 患者等記入情報

医師・薬剤師から利用者への

連絡・注意事項
411 医療機関等提供情報レコード 内容、提供情報種別

かかりつけ薬剤

師

かかりつけ薬剤

師情報

患者のかかりつけ薬剤師の情

報
701 かかりつけ薬剤師レコード

かかりつけ薬剤師氏名、勤務先薬局

名称、連絡先、担当開始日、担当終

了日

※手帳全体についてのメモ欄 4 手帳メモレコード 手帳メモ情報

※その他の事項の記入欄 501 備考レコード 備考情報

※上記の各項目について、作

成者が利用者か医療関係者か

を区別するもの

各項 各項 レコード作成者

1 患者情報レコード

手帳メモ

備考

記入者

連絡・注意事項

入院中の情報

調剤情報・

処方情報等

調剤医療機関・

薬局情報

処方医療機関情

報

薬品情報

411 医療機関等提供情報レコード

201 薬品レコード

用法情報

内容、提供情報種別

要指導医薬品・

一般用医薬品

服用履歴
3

一般用医薬品服用レコード 服用開始年月日、服用終了年月日

連絡・注意事項

301 用法レコード

51 処方・医療機関レコード

データ項目 JAHIS2.4

患者の基本情報

2 患者特記レコード 患者特記種別、患者特記内容

11 調剤・医療機関等レコード

調剤医師・薬剤

師情報
15 調剤・医師・薬剤師レコード

個人情報の

取扱いに留

意し必要な

項目を設け

ること



 

 

（別紙２）自己点検シート 

 

点検日　　　　　【　　　　　　　　】 前回点検日　　　【　　　　　　　　】

点検担当者　　　【　　　　　　　　】 前回点検担当者  【　　　　　　　　】  ※公表時は役職名でも可

※業務委託先の遵守状況も含めた点検を行うこと

※求められる事項を満たしているか、同等以上の対応を行っている場合にチェックを付けること

確認事項（運営事業者等）

項目番号 内容 チェック 対応内容詳細（公表不要）

1

電子版お薬手帳サービスを開発・提供する際には、個人情報、医療情報

等に関する法令、ガイドライン等を随時把握し、遵守を徹底しています

か。

2

データ項目のうち、個人情報保護の観点から取扱いに特に留意すべき機

微な情報の取扱いは、情報漏えい対策を強化するとともに個人情報保護

法や医療等分野の番号等の議論等を踏まえ、随時適切に対応しています

か。

3

利用者に対して、電子版お薬手帳サービス利用開始時等に個人情報の取

扱いについて、分かりやすく伝えるとともに、提供施設に対しても十分

説明していますか。

4

データとしてサーバー等に集積する場合は、利用者本人のみならず、処

方した医師や調剤した薬剤師の個人情報が含まれていることに留意し、

個人情報保護法やその関係法令を遵守していますか。

具体的なセキュリティの要件については「民間ＰＨＲ事業者による健診

等情報の取扱いに関する基本的指針」（令和３年４月総務省、厚生労働

省、経済産業省）と該当する情報に関連する法律及びその関連のガイド

ラインを遵守していますか。

（参考）参照すべき法令、ガイドライン等（令和５年3月31日現在）

民間ＰＨＲ事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針

個人情報の保護に関する法律

個人情報の保護に関する法律施行令

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全

管理ガイドライン

個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意

事項について

1

電子版お薬手帳の情報には個人情報保護法上の要配慮個人情報が含まれ

るており、当該情報の取得に際しては、あらかじめ、本人からの同意を

取得していますか。（オプトアウト手続きによる取得は認められな

い。）

2
当初の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合

は、改めて本人の同意を得ていますか。

3

要配慮個人情報の第三者提供を行う場合、個人情報保護法に基づき同意

が不要となる場合を除き、原則として、あらかじめ、本人の同意を取得

していますか。（オプトアウト手続きによる服用情報の第三者提供は認

められていない。）

4

電子版お薬手帳サービスで取得する情報の二次利用に際しては、提供

先、その利用目的及び提供される個人情報の内容等を特定し、分かりや

すく通知した上で、あらかじめ本人の同意を明示的に取得しています

か。利用目的は必要に応じてその概要を提示していますか。

5

電子版お薬手帳はその他のPHRよりも要配慮個人情報を多く含むととも

に、医薬品等に関する情報など専門性が高く、利用者が詳細を把握する

ことが難しい情報も含まれることから、同意があった場合でも、本人の

不利益が生じないよう十分に配慮していますか。

6

具体的な二次利用の要件については	「民間ＰＨＲ事業者による健診等情

報の取扱いに関する基本的指針」（令和３年４月総務省、厚生労働省、

経済産業省）、該当する情報の関連法規及び関連ガイドラインを遵守し

ていますか。

（別紙２）自己点検シート

2.1)情報セキュリティ

2.2)個人情報の適切な取り扱い

5



 

 

 

1

電子版お薬手帳サービス事業に参入する際には中長期的なサービスの提

供を前提とし、やむを得ない事情によりサービスの提供を停止する際に

は、十分な期間をとって事前に関係者との調整や継続に向けた再検討を

行うなど適切な対応をとった後に通知する、停止後の移行先等を準備す

る、十分なサービスの移行期間を確保する等の対応をとっていますか。

1

利用者に対して電子版お薬手帳サービスの利用方法等の説明が十分に行

われるよう、運営事業者等は窓口の設置や問合せ先を明確にするととも

に、利用者が操作方法や活用方法に迷うことがないよう、説明や解説を

分かりやすい位置に表示させる等の措置を講じていますか。

1
電子版お薬手帳サービスの開発や提供に当たり、提供施設が「３．提供

施設が留意すべき事項」を満たすことができるよう留意していますか。

1

データ項目については、一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会

（JAHIS）により公表されている最新の電子版お薬手帳データフォーマッ

ト仕様書に従っていますか。

2

別紙１で定義した「調剤年月日」、「薬品情報」、「用法情報」、「服

薬情報」、「連絡・注意事項」、「要指導医薬品、一般用医薬品」、そ

の他必要な項目を、電子版お薬手帳サービスの項目として設けています

か。

2 「薬品情報」として「一般名」を加えていますか（推奨）。

3
一般用医薬品等についても一元的に管理できるようにするためにも、一

般名等の成分情報の項目を設けていますか（推奨）。

4

電子版お薬手帳サービスとして提供するかどうかにかかわらず、データ

の移行性を確保するため、別紙１に掲げるデータ項目を備えています

か。

1

処方・調剤情報はAPI連携で取得できるようになっているが、現在のとこ

ろＱＲコードで調剤情報を書き込めるサービスが多いこと、JAHIS標準

フォーマットに対応した「ＱＲコード」 出力が可能な調剤レセプトコン

ピュータが多く販売されているという状況を踏まえ、利用者がどの提供

施設でも調剤情報を受け取れるよう、当面はＱＲコードによる情報の収

受を基本とする。

1
利用者等が入力した情報は、利用者にとって見やすい形で閲覧できるよ

う配慮していますか。

2
電子版お薬手帳サービスの閲覧範囲について規約等で明確にしています

か。

3

サービス利用開始時に利用者から同意を取得する際には、閲覧可能な医

療関係者の範囲、閲覧する情報の内容、目的等についてアプリ内で明示

する等のほか、提供施設においても十分に説明していますか。

4

公益社団法人日本薬剤師会から、複数の運営事業者等が提供している電

子版お薬手帳サービスの情報を含め、提供施設において一元的に利用者

の電子版お薬手帳に含まれている情報を閲覧できる仕組みとして「e薬

Link（イークスリンク）®」 が提供されており、本仕組みを取り入れてい

ますか。

5

電子版お薬手帳サービスの利用者のスマートフォン等の媒体にワンタイ

ムコードを表示する機能が必要となるが、QRコードでワンタイムコード

を発行するなど、提供施設側のワンタイムコードの確認及び手入力によ

る負担を減らす仕組みを検討していますか（推奨）。

1

利用者が自由に電子版お薬手帳サービスを選択できるよう、少なくとも

JAHIS標準フォーマットで規定されるデータ項目に関しては、JAHIS形式

で移行ができるようにしていますか。

2
移行のためにQRコードで出力する場合にも、JAHIS形式としています

か。

3

提供施設において電子版お薬手帳サービス提供事業者の変更等がある際

には、事業者同士でデータ移行について合理的な範囲内で真摯に協議を

する等、利用者保護に最大限取り組んでいますか。

2.4)基本的な対応 (2)データの入力

2.4)基本的な対応 (3)データの閲覧

2.4)基本的な対応 (4)データの移行

2.3)全般的事項 (1)安定的なサービスの提供

2.3)全般的事項 (2)利用者に対する情報提供や問合せ対応等

2.3)全般的事項 (3)提供施設が留意すべき事項への対応

2.4)基本的な対応 (1)データ項目・フォーマット



 

 

 

1

電子版お薬手帳サービスのデータはクラウド上に保存すること等が想定

されるが、災害時等オンライン通信が確保できない事態に備え、スマー

トフォンに直近の一定期間／回数のデータを保存できるようにするとと

もに、保存する時点で服用している医薬品（一般用医薬品等を含む）の

医薬品名、一般名、処方・調剤日（一般用医薬品等の場合は服用日）、

用法・用量を表示できるようにしていますか。

1

マイナポータルから提供される薬剤情報は、提供施設が提供する情報を

補完しうるため、API連携により、マイナポータルから提供される薬剤情

報等を電子版お薬手帳に取り込むことができる機能を実装しています

か。

2

API連携の申請時には、「マイナポータル医療保険情報取得API利用ガイ

ドライン、マイナポータルAPI利用規約」に準拠した手続きをとっていま

すか。

1
API連携により、マイナポータルから提供される薬剤情報を電子版お薬手

帳に取り込むことができる機能を実装していますか。

2

利用者の電子版お薬手帳の画面に、現在使用している医療用医薬品の処

方記録、一般用医薬品の服薬記録を表示し、一覧可能な機能を実装して

いますか。

3 医薬品の有効成分を表示する機能を実装していますか。

4
医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品等の特徴、効能・効果、用

法・用量等の情報表示機能を実装していますか。

5 利用者が秘匿したい情報を指定可能な機能を実装していますか。

6
一般用医薬品等の登録機能（JANコードの読み取り機能を含む）を実装し

ていますか。

7
利用者による適切な服薬を支援するための服薬管理機能を実装していま

すか。

1
処方・調剤される医薬品の変更等を利用者、医療関係者ともに認識しや

すいよう、調剤情報に印を付与する等の機能を実装していますか。

2
医療用医薬品、一般用医薬品等の複数の医薬品の服用における重複投

与、相互作用に関するアラート機能を実装していますか。

3
利用者と薬剤師等が相互に相談・連絡等を行うことが可能な機能を実装

していますか。

4 電子処方箋との連携が可能な機能を実装していますか。

5 薬局内システムとの連携が可能となっていますか。

6
薬局・医療機関において簡便にデータの閲覧が可能な機能を実装してい

ますか。

1 健康食品を含めた相互作用に関するアラート機能を実装していますか。

2

医薬品等の安全性に関する重要な情報をタイムリーに配信する、医薬品

医療機器情報配信サービス（ＰＭＤＡメディナビ）等の情報提供サービ

スとの連携機能を実装していますか。

3
副作用等について利用者や薬局・医療機関が報告可能な機能を実装して

いますか。

4
オンライン服薬指導等に係るアプリや他のＰＨＲとの連携が可能な機能

を実装していますか。

5 ＧＳ1コードの読み取り機能を実装していますか。

6

服薬方法によっては重篤な問題を引き起こすおそれのある医薬品につい

て、服薬方法をプッシュ通知等で利用者に通知する機能を実装していま

すか。

7
健康食品の購入・使用について記録することができる機能を実装してい

ますか。

8 バイタルデータ等の記録機能を実装していますか。

9
地域医療連携ネットワークとの連携を可能とする機能を実装しています

か。

10

地域包括ケアシステムにおいて、医療機関・薬局のみならず、介護事業

者等の多職種が連携して飲み忘れの防止や残薬の管理等、医薬品の適正

使用ならびに薬学的管理・服薬支援を可能とする機能を実装しています

か。

11 医師・薬剤師の情報共有機能を実装していますか。

2.5)電子版お薬手帳サービスとしての機能 (2)実装が望ましい機能

2.5)電子版お薬手帳サービスとしての機能 (3)将来的に実装が望ましい機能

2.4)基本的な対応 (5)データの保存

2.4)基本的な対応 (6)API連携

2.5)電子版お薬手帳サービスとしての機能 (1)実装すべき機能



 

 

 

1

電子版お薬手帳サービスに後発医薬品や医薬品画像等の情報を付加する

場合は、随時情報が更新されるような情報や複数の疾患に用いられるよ

うな医薬品情報等により、かえって利用者に混乱を生じさせることのな

いよう、これらの医薬品情報等の内容を把握するとともに提供方法に留

意していますか（推奨）。

1

電子版お薬手帳サービスに服薬タイミングを知らせるアラーム機能や服

用したことを記録する機能等の医薬品の服用をサポートする機能や運動

や食事、喫煙／禁煙、血圧等の記録等、医薬品に直接関連しない機能を

備えている場合もあるが、このような機能を開発するにあたっては、地

域医療情報連携ネットワーク等との連携や親和性等を考慮しています

か。

1
疾患や医薬品に関する辞典機能を有するものについては、出典を明記す

るなどして、その内容の妥当性を担保していますか。

2

医療に関するソフトウエアの一部（プログラムがデータを加工し、加工

結果を診断・治療に使用するものなど）は医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）による

規制の対象となることもあるため、関係法令を十分に把握し開発してい

ますか。

1

本ガイドラインのチェックシートの確認事項に従って各要件を満たして

いるかどうかを定期的に確認し、結果を自社のホームページ等で公表す

るよう努めていますか。要件を満たさない項目がある場合は、該当する

項目と併せて、対応が不要な合理的な理由をチェックシートに記載して

いますか。

確認事項（提供施設）

項目番号 内容 チェック 対応内容詳細（公表不要）

1

電子版お薬手帳に蓄積される情報には薬剤情報などの要配慮個人情報が

含まれており、電子版お薬手帳の情報を取り扱う際は、個人情報保護法

をはじめ、関連する法令・ガイドラインを遵守していますか。

2

利用者に対しては、情報の適切な管理を促すとともに、スマートフォン

等の紛失に備えた対応（スマートフォンの画面を表示する際にパスワー

ドを設定する等）を促していますか。

3

運営事業者等が設置する窓口や問合せ先を案内し、スマートフォンを紛

失した場合の対応等について利用者が迷うことがないように配慮してい

ますか。

1

電子版お薬手帳の利用に当っては、薬剤師等が利用者に対して電子版お

薬手帳の意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、理解を

得た上で提供していますか。

2
利用者に対する服薬指導等を実施する際には、電子版お薬手帳を積極的

に利用していますか。

1
利用者が一つの電子版お薬手帳サービスを利用するよう促しています

か。

2

利用者が複数の電子版お薬手帳サービスを利用している場合には、電子

版お薬手帳サービスの持つ本来の意義及び役割が十分に生かされないた

め、一つの電子版お薬手帳サービスにより服薬情報を把握できるように

することが大切であることを説明し理解を得た上で、利用者が希望した

一つの電子版お薬手帳サービスにまとめるよう促していますか。

3

同じ電子版お薬手帳サービス内であっても、同一の利用者で複数のアカ

ウントを持つなど、複数の識別子（ＩＤ）を付与することは、やむを得

ず必要な場合に限っていますか。

2.6)そのほか留意事項 (1)医薬品の情報提供について

2.6)そのほか留意事項 (2)付加的な機能の開発について

2.6)そのほか留意事項 (3)疾患や医薬品に関する辞典機能について

2.7)本通知の遵守について (1)運営事業者等による自己点検の実施

3.1)情報セキュリティの確保

3.2)薬剤師等による利用者への説明

3.3)電子版お薬手帳サービスの集約



 

 

 
  

1
利用者の求めに応じて少なくともＱＲコードにて情報を出力しています

か。

2

レセプトコンピュータ事業者と連携するなどして、様々な運営事業者の

電子版お薬手帳サービスがＱＲコードを正しく読み取ることが可能とし

ていますか。

3

利用者に情報を提供する際には、電子版お薬手帳サービスの項目のう

ち、「調剤年月日」、「薬品情報」、「用法情報」、「連絡・注意事

項」、その他必要な情報を提供していますか。

4

マイナポータルAPI連携等により電子版お薬手帳に薬剤情報等を取り込む

場合においても、提供施設は利用者に対し前項に基づく必要な情報を提

供していますか。

1
電子版お薬手帳の意義及び役割を利用者に十分説明し、薬剤師等の医療

関係者が閲覧することについて同意を得ていますか。

2

薬剤師等は情報を閲覧するごとに、利用者への口頭確認や利用者による

携帯電話の操作又は携帯電話やサービス固有のカードの受け渡し等の動

作により利用者から同意を得ていますか（推奨）。

3
サービス利用開始時に利用者から同意を取得する際には、閲覧可能な医

療関係者の範囲等について十分に説明していますか。

4

公益社団法人日本薬剤師会から、複数の運営事業者等が提供している電

子版お薬手帳サービスの情報を含め、提供施設において一元的に利用者

の電子版お薬手帳に含まれている情報を閲覧できる仕組みとして「e薬

Link（イークスリンク）®」が提供されており、本仕組みを取り入れてい

ますか。

5
処方・調剤される医薬品が変更された場合等には、利用者及び医療関係

者が認識しやすいよう、注意事項欄に記載していますか（推奨）。

1
提供施設の事情により、利用者の電子版お薬手帳サービスの選択が制限

されることのないよう留意していますか。

2

利用者が電子版から紙への変更を希望した場合は、必要な情報を記した

紙のお薬手帳を交付するか利用者に手帳情報の印刷を促すなど、紙への

切り替えを適切に実施していますか。

3

提供施設において電子版お薬手帳サービス提供事業者の変更等がある際

には、事業者同士でデータ移行について合理的な範囲内で真摯に協議を

する等、利用者保護に最大限取り組めるよう、事業者の調整等を行って

いますか。

確認事項（サービスを提供していない施設）

項目番号 内容 チェック 対応内容詳細（公表不要）

1

医薬連携を推進するため、利用者が服用する医薬品等の情報について本

ガイドラインの「２．４）（１）データ項目・フォーマット」に記載の

電子版お薬手帳サービスの項目（「調剤年月日」、「薬品情報」、「用

法情報」、「連絡・注意事項」、その他必要な項目）をJAHIS形式で出力

可能なレセプトコンピュータを活用する等して、利用者に提供するよう

努めていますか（推奨）。

3.6)電子版お薬手帳サービスの選択及びデータの移行

4.サービスを提供していない施設が留意すべき事項

3.4)データの提供方法

3.5)データの閲覧・書込



 

 

 

確認事項（データベース事業者）

項目番号 内容 チェック 対応内容詳細（公表不要）

1

参入する際には中長期的なサービスの提供を前提とし、やむを得ない事

情によりサービスの提供を停止する際には、十分な期間をとって事前に

関係者に通知する、停止後の移行先等を準備する、十分なサービスの移

行期間を確保する等の対応をとっていますか（推奨）。

2

薬局等の企画、販売するプライベートブランドの医薬品等についても十

分に情報を収集、最新化に努め、運営事業者等に情報を販売・提供して

いますか（推奨）。

3
要指導医薬品及び一般用医薬品の成分情報を提示できるデータを保持し

ていますか（推奨）。

4

要指導医薬品及び一般用医薬品データとして、「用法・用量」に応じた

「成分・分量」の情報を提示できるデータを保持していますか（推

奨）。

5

運営事業者等が医療用医薬品、一般用医薬品等の複数の医薬品の服用に

よる重複投薬、相互作用に関するアラート機能を開発する際に活用可能

な機能を備えていますか（推奨）。

確認事項（レセプトコンピュータ事業者）

項目番号 内容 チェック 対応内容詳細（公表不要）

1

提供施設が利用者に対してＱＲコードで情報を提示する際に用いるレセ

プトコンピュータにおいて、本ガイドラインの「２．４）（１）データ

項目・フォーマット」に記載の電子版お薬手帳サービスの項目（「調剤

年月日」、「薬品情報」、「用法情報」、「服薬情報」、「連絡・注意

事項」、その他必要な項目）をJAHIS形式で出力可能な仕様としています

か（推奨）。

2 医薬品のコード情報をQRコードに含めていますか。

3 医薬品のコードについて、YJコードを用いていますか（推奨）。

4
レセプトコンピュータにおいて、利用者が服用する医薬品等の情報につ

いてJAHIS形式で出力可能な仕様としていますか（推奨）

項目番号

5.1)データベース事業者

5.2)レセプトコンピュータ事業者

要件を満たさない項目について

対応が不要な合理的な理由





 

 

 

参考資料２. アンケート調査票 

  



1。

1 つだけマークしてください。

あたご調剤薬局 質問 7 にスキップします

上⽥薬剤師会（⻑野県） 質問 2 にスキップします

ウエルシア薬局 質問 3 にスキップします

浜松町スマイル薬局 質問 7 にスキップします

ゴダイ薬局 質問 4 にスキップします

滋賀県薬剤師会 会営薬局 質問 7 にスキップします

スギ薬局 質問 5 にスキップします

みのり薬局 質問 6 にスキップします

【上⽥薬剤師会】説明を受けた店舗についてご回答ください。

最終アンケート【⼀般⽤医薬品等の活⽤
に関するモデル事業】
モデル事業へのご協⼒いただき、誠にありがとうございます。

PwCコンサルティング合同会社（以下、当社）は、厚⽣労働省の委託事業「令和４年度
データヘルス改⾰を⾒据えた次世代型お薬⼿帳活⽤推進事業」を実施しております。こ
の中で実施する本モデル事業では、⼀般ユーザーの皆様における電⼦版お薬⼿帳アプリ
の利⽤状況を調査しております。

本事業への同意書（google form）に⼊⼒いただいた⽅を対象に、アンケートの回答を依
頼しております。

※本アンケートがクオカード配布要件となるアンケートとなります。

*必須

本モデル事業に関する説明を受けた薬局グループについてご回答ください。 *



2。

1 つだけマークしてください。

イイジマ薬局

⽊町薬局

会営薬局

あい薬局

⼤沢薬局

コバヤシ薬局

関薬局

質問 7 にスキップします

【ウエルシア薬局】 説明を受けた店舗についてご回答ください。

3。

1 つだけマークしてください。

池袋店

⽥無駅前店

鎌倉店

瀬⾕三ツ境店

東⼾塚アネックス店

熊⾕籠原店

⼤阪狭⼭池之原店

⽔⼾堀町店

松原阿保店

市原国分寺台店

⼩⼭駅南町店

佐倉⻄志津店

習志野実籾店

質問 7 にスキップします

【ゴダイ薬局】説明を受けた店舗についてご回答ください。

【上⽥薬剤師会】  説明を受けた店舗についてご回答ください。 *

【ウエルシア薬局】  説明を受けた店舗についてご回答ください。 *



4。

1 つだけマークしてください。

みゆき通り店

広畑店

⾹寺店

⼤塩店

⽇⾼パーク店

質問 7 にスキップします

【スギ薬局】 説明を受けた店舗についてご回答ください。  

【ゴダイ薬局】  説明を受けた店舗についてご回答ください。 *



5。

1 つだけマークしてください。

⾼⼭中央店

⾼⼭駅⻄店

武⽣南店

福井⽥原町店

福井⼤⼿店

⾼⼭⻄店

武⽣中央店

⻄鯖江店

敦賀病院前店

勝⼭店

花堂店

新明店

碧南幸店

⾼崎飯塚店

太⽥⼋幡町店

群⾺町店

⾼崎栄町店

上並榎店

三俣店

古河あかやまジョイ店

⾼崎並榎店

前橋関根店

⼩⼭若⽊店

⼩⼭喜沢店

太⽥飯塚店

つくば⼆の宮店

つくば天久保店

質問 7 にスキップします

【みのり薬局】  説明を受けた店舗についてご回答ください。

【スギ薬局】    説明を受けた店舗についてご回答ください。 *



6。

1 つだけマークしてください。

みのり薬局 ⼤⾨店

みのり薬局 栗東店

質問 7 にスキップします

本モデル事業のご協⼒者様⾃⾝についてお伺いします。

7。

1 つだけマークしてください。

その他:

男性

⼥性

8。

1 つだけマークしてください。

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代

90代

その他

【みのり薬局】    説明を受けた店舗についてご回答ください。 *

問1 性別を教えてください。 *

問2 年齢（年代）を教えてください。 *



9。

1 つだけマークしてください。

有

無

回答しない

10。

1 つだけマークしてください。

10⽉

11⽉

12⽉

1⽉

11。

1 つだけマークしてください。

している

していない

12。

1 つだけマークしてください。

はい

いいえ

問3 慢性疾患はありますか。 *

問4 モデル事業には何⽉から参加されましたか。 *

問5 医療機関から処⽅された薬を服薬していますか。 *

問6 モデル事業参加期間中に⼀般⽤医薬品を服薬しましたか。 *



13。

1 つだけマークしてください。

利⽤した 質問 15 にスキップします

利⽤していない 質問 24 にスキップします

14。

1 つだけマークしてください。

利⽤した

利⽤していない

電⼦版お薬⼿帳アプリの利⽤状況についてお伺いします。

問7で「利⽤した」を選択した⽅にお伺いします。

15。

1 つだけマークしてください。

週に2回以上

週に1回程度

2週間に1回程度

⽉に1回程度

問7 モデル事業参加期間中に電⼦版お薬⼿帳アプリを利⽤しましたか。 *

問8 この⼀か⽉で 電⼦版お薬⼿帳アプリを利⽤しましたか。 *

問9 どれくらいの頻度で電⼦版お薬⼿帳アプリを利⽤しましたか。 *



16。

当てはまるものをすべて選択してください。

【服薬管理】服薬タイミングのアラーム（朝昼夜等、お薬を飲むタイミングのお
知らせ）
【服薬管理】服薬状況の記録（どのお薬をいつ何錠飲んだ、等の記録）
【医療従事者との連携】薬局・病院におけるお薬⼿帳の情報の連携（薬局のパソ

コンでお薬⼿帳の情報を薬剤師に確認してもらう、等の機能）
【医療従事者との連携】薬剤師・医師とのチャット
【医療従事者との連携】薬剤師・医師からのアンケート
【その他】かかりつけ薬局の登録
【その他】医薬品情報の検索（お薬の効果、使い⽅等の検索機能）
【その他】副作⽤の記録
上記以外のアプリ機能

17。

問10 どのアプリ機能を利⽤しましたか。（複数選択） *

問10-1 （問10で「上記以外のアプリ機能」を選択した場合）利⽤したアプ
リ機能をご回答ください。



18。

1 つだけマークしてください。

【服薬管理】服薬タイミングのアラーム（朝昼夜、お薬を飲むタイミングで
のアラーム）

【服薬管理】服薬状況の記録（どのお薬をいつ何錠飲んだ、等の記録）

【医療従事者との連携】薬局・病院におけるお薬⼿帳の情報の連携（薬局の
パソコンでお薬⼿帳の情報を薬剤師に確認してもらう、等の機能）

【医療従事者との連携】薬剤師・医師とのチャット

【医療従事者との連携】薬剤師・医師からのアンケート

【その他】かかりつけ薬局の登録

【その他】医薬品情報の検索（お薬の効果、使い⽅等の検索機能）

【その他】副作⽤の記録

上記以外のアプリ機能

19。

20。

問11 問10の機能のうち、最も有⽤だった機能を⼀つ教えてください。 *

問11-1 （問11で「上記以外のアプリ機能」を選択した場合） 最も有⽤だっ
たアプリ機能をご回答ください。

問12 利⽤した機能のどのような点がよかったですか。



21。

当てはまるものをすべて選択してください。

【服薬管理】服薬タイミングのアラーム（朝昼夜等、お薬を飲むタイミングのお
知らせ）
【服薬管理】服薬状況の記録（どのお薬をいつ何錠飲んだ、等の記録）
【医療従事者との連携】薬局・病院におけるお薬⼿帳の情報の連携（薬局のパソ

コンでお薬⼿帳の情報を薬剤師に確認してもらう、等の機能）
【医療従事者との連携】薬剤師・医師とのチャット
【医療従事者との連携】薬剤師・医師からのアンケート
【その他】かかりつけ薬局の登録
【その他】医薬品情報の検索（お薬の効果、使い⽅等の検索機能）
【その他】副作⽤の記録
上記以外のアプリ機能
特になし

22。

23。

質問 26 にスキップします

電⼦版お薬⼿帳アプリを利⽤していない理由についてお伺いします。

問7で「利⽤していない」を選択した⽅にお伺いします。

問13 利⽤した機能のうち、改善してほしい機能を教えてください。 （複
数選択）

*

問13-1 （問13で「上記以外のアプリ機能」を選択した場合）  改善してほし
いアプリ機能をご回答ください。

問14  どのように改善してほしいですか。



24。

当てはまるものをすべて選択してください。

薬をすぐに飲み終わったから
アプリが使いにくかったから
利⽤したい機能がなかったから
その他

25。

質問 26 にスキップします

すべての⽅にお伺いします。

26。

当てはまるものをすべて選択してください。

【服薬管理】服薬タイミングのアラーム（朝昼夜、お薬を飲むタイミングでのア
ラーム）
【服薬管理】服薬状況の記録（どのお薬をいつ何錠飲んだ、等の記録）
【医療従事者との連携】薬局・病院におけるお薬⼿帳の情報の連携（薬局のパソ

コンでお薬⼿帳の情報を薬剤師に確認してもらう、等の機能）
【医療従事者との連携】薬剤師・医師とのチャット
【医療従事者との連携】薬剤師・医師からのアンケート
【その他】かかりつけ薬局の登録
【その他】医薬品情報の検索（お薬の効果、使い⽅等の検索機能）
【その他】副作⽤の記録
上記以外のアプリ機能

問15  電⼦版お薬⼿帳アプリを利⽤していない理由を教えてください。
（複数選択）

*

問15-1 （問15で「その他」を選択した場合）  その理由をご回答ください。

問16  電⼦版お薬⼿帳アプリに加えてほしい機能はありますか。 （複数選
択）

*



27。

28。

1 つだけマークしてください。

相談した

相談しなかった

29。

当てはまるものをすべて選択してください。

処⽅薬の飲み合わせ
処⽅薬と⼀般薬の飲み合わせ
⼀般薬の飲み合わせ
副作⽤等
病院等の受診の必要性
その他

30。

問16-1 （問16で「上記以外のアプリ機能」を選択した場合） 加えてほしい
機能をご回答ください。

問17  電⼦版お薬⼿帳アプリを使って薬剤師・医師に相談しましたか。 *

問18  （問17で電⼦版お薬⼿帳アプリを使って薬剤師・医師に相談した場
合）何について相談しましたか。 （複数選択）

問18-1 （問18で「その他」を選択した場合）  その相談内容をご回答くださ
い。



31。

1 つだけマークしてください。

なった

どちらかといえばなった

どちらかといえばならなかった

ならなかった

32。

1 つだけマークしてください。

あった

なかった

33。

1 つだけマークしてください。

なった

どちらかといえばなった

どちらかといえばならなかった

ならなかった

問19 電⼦版お薬⼿帳アプリによって、薬局で相談しやすくなりましたか。 *

問20 電⼦版お薬⼿帳を病院、診療所等で⾒せることはありましたか。 *

問21 電⼦版お薬⼿帳アプリによって、医師に相談しやすくなりましたか。 *



34。

1 つだけマークしてください。

なった

どちらかといえばなった

どちらかといえばならなかった

ならなかった

35。

1 つだけマークしてください。

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

36。

問22 電⼦版お薬⼿帳アプリによって、セルフメディケーションへの関⼼が
⾼まりましたか︖

※セルフメディケーションとは、「⾃分⾃⾝の健康に責任を持ち、軽度な⾝
体の不調は⾃分で⼿当てすること」（WHOの定義）を指します。

*

問23 電⼦版お薬⼿帳アプリを今後も継続して利⽤したいと思いますか。 *

問24 （問23について）上記の理由をご記⼊ください。



【お問い合わせ先】
令和４年度「データヘルス改⾰を⾒据えた次世代型お薬⼿帳活⽤推進事業」調査事務局 
PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 
東京都千代⽥区⼤⼿町1-2-1 Otemachi One タワー 
メールアドレス︓jp_denshi_okusuritechou@pwc.com   
担当︓志岐・⽥中・森⽥
  
【厚⽣労働省】厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局 総務課

最終アンケート  は以上です。ご協⼒ありがとうございました。「送信」ボタンを押して
ください。

37。

このコンテンツは Google が作成または承認したものではありません。

問25 電⼦版お薬⼿帳や本モデル事業についてご意⾒がございましたら、ご
⾃由にご記⼊ください。

 フォーム

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms




1。

1 つだけマークしてください。

上⽥薬剤師会（⻑野県）

ウエルシア薬局

浜松町スマイル薬局

ゴダイ薬局

滋賀県薬剤師会 会営薬局

スギ薬局

みのり薬局

2。

利⽤者へのアプローチについて教えてください。

【 薬局様向け】⼀般⽤医薬品等の活⽤
に関するモデル事業アンケート
モデル事業にご協⼒いただき、誠にありがとうございます。

PwCコンサルティング合同会社（以下、当社）は、厚⽣労働省の委託事業「令和４年度
データヘルス改⾰を⾒据えた次世代型お薬⼿帳活⽤推進事業」を実施しております。

この中で実施する本モデル事業において、薬局の皆様における電⼦版お薬⼿帳の活⽤状
況やご意⾒等を賜りたく、アンケートを実施させていただきたく存じます。

お忙しい中恐縮ですが、ご協⼒のほど何卒よろしくお願いいたします。

*必須

貴薬局グループを教えてください。 *

貴薬局の店舗名を教えてください。 *
※1店舗でのご参加の場合は、薬局グループ名に記載の店舗名を再度ご回答ください。



3。

1 つだけマークしてください。

容易だった

どちらかといえば容易だった

どちらかといえば容易でなかった

容易でなかった

4。

5。

当てはまるものをすべて選択してください。

⼀般⽤医薬品等も含めた服⽤している医薬品の登録や服薬記録の推奨
処⽅薬に関する服薬指導
⼀般薬に関する服薬指導
相互作⽤や併⽤禁忌の確認
服薬フォローアップ
受診勧奨
その他健康管理全般に関する助⾔
その他

問1 ⼀般⽤医薬品の情報を利⽤者に登録していただくのは容易でしたか。 *

問2 ⼀般⽤医薬品の情報を利⽤者に登録していただくための課題があればご
記⼊ください。

問3 モデル事業期間中、モデル事業参加者に対して、電⼦版お薬⼿帳を⽤い
てどのような⽀援等を⾏いましたか。（複数選択）

*



6。

7。

当てはまるものをすべて選択してください。

利⽤者のスマホの画⾯を⾒る
薬局の管理画⾯を⾒る（QRコード等）
e薬Link（イークスリンク）
その他

8。

電⼦版お薬⼿帳の有⽤だった機能について教えてください。

問3-1 （問3で「その他」を選択した場合）その内容をお答えください。

問4 どのように利⽤者の電⼦版お薬⼿帳の内容を確認しましたか。（複数選
択）

*

問4-1 （問4で「その他」を選択した場合）その内容をお答えください。



9。

当てはまるものをすべて選択してください。

【服薬管理】服薬タイミングのアラーム（朝昼夜等、お薬を飲むタイミングのお
知らせ）
【服薬管理】服薬状況の記録（どのお薬をいつ何錠飲んだ、等の記録）
【薬局と利⽤者の連携】電⼦版お薬⼿帳の情報を薬局側で確認できる機能
【薬局と利⽤者の連携】薬局（薬剤師）と利⽤者のチャット機能
【その他】かかりつけ薬局の登録
【その他】登録した医薬品情報の概要を表⽰する機能
【その他】副作⽤の記録
上記以外のアプリ機能

10。

11。

1 つだけマークしてください。

【服薬管理】服薬タイミングのアラーム（朝昼夜等、お薬を飲むタイミング
のお知らせ）

【服薬管理】服薬状況の記録（どのお薬をいつ何錠飲んだ、等の記録）

【薬局と利⽤者の連携】電⼦版お薬⼿帳の情報を薬局側で確認できる機能

【薬局と利⽤者の連携】薬局（薬剤師）と利⽤者のチャット機能

【その他】かかりつけ薬局の登録

【その他】登録した医薬品情報の概要を表⽰する機能

【その他】副作⽤の記録

上記以外のアプリ機能

問5 どのような機能が有⽤でしたか。（複数選択） *

問5-1 （問5で「上記以外のアプリ機能」を選択した場合）有⽤だったアプ
リ機能をご回答ください。

問6  問5で回答した機能のうち、最も有⽤だった機能を⼀つ教えてくださ
い。

*



12。

電⼦版お薬⼿帳の改善が必要な機能について教えてください。

13。

当てはまるものをすべて選択してください。

【服薬管理】服薬タイミングのアラーム（朝昼夜等、お薬を飲むタイミングのお
知らせ）
【服薬管理】服薬状況の記録（どのお薬をいつ何錠飲んだ、等の記録）
【薬局と利⽤者の連携】電⼦版お薬⼿帳の情報を薬局側で確認できる機能
【薬局と利⽤者の連携】薬局（薬剤師）と利⽤者のチャット機能
【その他】かかりつけ薬局の登録
【その他】登録した医薬品情報の概要を表⽰する機能
【その他】副作⽤の記録
上記以外のアプリ機能

14。

問7 利⽤した機能のどのような点が有⽤でしたか。    *

問8 どのような機能の改善が必要でしたか。（複数選択） *

問8-1 （問8で「上記以外のアプリ機能」を選択した場合）改善が必要なア
プリ機能をご回答ください。



15。

1 つだけマークしてください。

【服薬管理】服薬タイミングのアラーム（朝昼夜等、お薬を飲むタイミング
のお知らせ）

【服薬管理】服薬状況の記録（どのお薬をいつ何錠飲んだ、等の記録）

【薬局と利⽤者の連携】電⼦版お薬⼿帳の情報を薬局側で確認できる機能

【薬局と利⽤者の連携】薬局（薬剤師）と利⽤者のチャット機能

【その他】かかりつけ薬局の登録

【その他】登録した医薬品情報の概要を表⽰する機能

【その他】副作⽤の記録

上記以外のアプリ機能

16。

セルフメディケーションの推進や、要指導医薬品や⼀般⽤医薬品も含めた服
薬管理の適正化のために、電⼦版お薬⼿帳に必要と考える機能を教えてくだ
さい。

17。

当てはまるものをすべて選択してください。

JANコードの読み取り機能等を活⽤して簡便に医薬品情報を取り込む機能
医薬品の⽤法⽤量や効能、使⽤上の注意などを分かりやすく表⽰する機能
その他

問9  問8で回答した機能のうち、最も改善が必要な機能を⼀つ教えてくだ
さい。

*

問10 どのように改善すると良いですか。 *

問11 ⼀般⽤医薬品等の⼊⼒に際して、必要と考える機能を教えてくださ
い。（複数選択）

*



18。

19。

当てはまるものをすべて選択してください。

処⽅薬や⼀般⽤医薬品等との相互作⽤等に関するアラート機能
正しい服薬⽅法等に関する案内・通知
不明な点などがあれば登録販売者や薬剤師への相談を勧奨する機能
その他

20。

21。

当てはまるものをすべて選択してください。

医療機関にお薬⼿帳の情報を簡便に共有できる機能
薬局・医療機関間で簡便に連絡ができる機能（チャット等）
その他

問11-1 （問11で「その他」を選択した場合）その内容をお答えください。

問12 ⼀般⽤医薬品等の適正な販売・使⽤に当たり、必要と考える機能を教
えてください。（複数選択）

*

問12-1 （問12で「その他」を選択した場合）その内容をお答えください。

問13 受診勧奨や医療機関との連携等を⾏うに当たり、必要と考える機能を
教えてください。（複数選択）

*



22。

23。

24。

電⼦版お薬⼿帳の活⽤全般について教えてください。

問13-1 （問13で「医療機関にお薬⼿帳の情報を簡便に共有できる機能」を
選択した場合）どのような情報を共有したいかお答えください。

問13-2 （問13で「その他」を選択した場合）その内容をお答えください。

問14 その他、セルフメディケーションの推進のために必要と考える機能を
お答えください。



25。

1 つだけマークしてください。

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

わからない

26。

1 つだけマークしてください。

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

わからない

27。

1 つだけマークしてください。

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

問15 電⼦版お薬⼿帳を活⽤することで、利⽤者が薬剤師に相談しやすくな
ったと感じますか。

*

問16 電⼦版お薬⼿帳を活⽤することで、利⽤者が医師に相談しやすくなっ
たと感じますか。

*

問17 電⼦版お薬⼿帳を活⽤することで、利⽤者に対して助⾔・指導がしや
すくなったと感じますか。

*



28。

29。

1 つだけマークしてください。

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

30。

問17-1  （問17で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を選択した場
合）  そのように感じた理由やエピソードがあればご記⼊ください。

問18 電⼦版お薬⼿帳を活⽤することで、医療機関と連携しやすくなったと
感じますか。（疑義照会、受診勧奨等）

*

問18-1  （問18で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を選択した場
合）  そのように感じた理由やエピソードがあればご記⼊ください。



【お問い合わせ先】 
令和４年度「データヘルス改⾰を⾒据えた次世代型お薬⼿帳活⽤推進事業」調査事務局
PwCコンサルティング合同会社 公共事業部
東京都千代⽥区⼤⼿町1-2-1 Otemachi One タワー
メールアドレス︓jp_denshi_okusuritechou@pwc.com  
担当︓志岐・森⽥・⽻場
 
【厚⽣労働省】厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局 総務課

アンケートは以上です。ご協⼒ありがとうございました。「送信」ボタンを押してくだ
さい。 

31。

1 つだけマークしてください。

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

32。

33。

問19 電⼦版お薬⼿帳を活⽤することで、服薬管理の適正化につながると思
いますか。

*

問20  問19でそのように回答した理由をご記⼊ください。 *

問21  電⼦版お薬⼿帳の普及や有効活⽤の推進のために、どのような取
組・対策が必要だと思いますか。

*




	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



